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寄 稿 体 質 改 韓

佐 藤 三千三

人は、 外観上見目うるわしい容姿と醜

い容姿とがある。 それによってその者を判

断するのは重大な誤りであり、
一外観からは

見ることのできない内臓の諸器官こそが人

間の価値をきめる重要な使命をもっている

ので、 内臓の機能が充実していなければ人

の生命にもかかわる問題に進展しかねな

い。

行政書士会は、法制定以来30余年になり、
類似団体に勝るとも劣らない外観上の体形

は一応ととのったと思われる。 しか し、
もっとも重要な内臓部はというと決して完
全に機能しているとはいい難い。 何故か、
それは行政書士会の構成員は、他の類似団
体とは全く異った体質をもっているからで

ある。すなわち、社会保険労務士、税理士、
司法書士、 土地家屋調査士、測量士などは、
本来的なな業務を主体としてこれに従事し

つつ、兼業として行政書士業務に従事する
会員が、行政書士会の過半数を占めている
という実態が行政書士会を一本にまとめる
のに非常に困難な会の体質になっている。
奇異の感なきにしもあらずだが、 この体質
改善の一つに非行政書士の排除が考えられ
る。行政書士法第19条には、 未入会者が第
1条に規定する業務を行ってはならない旨
の規定 が定められているが、 この条文 を

未入会の類似書士全員がこれを遵守し業域
が正しく守られているとは思えない。 これ

を所管するのは監察部である。わが会の会
員が業務範囲を逸脱し他士業の業域を侵し

たときには綱紀委員会の出番になるわけだ

が、多くの兼業会員のために土業間の相互

不可侵対策を強力に進め、その実をあげる

ことにより、 会員団結のための体質改善を
図らなければならないであろう。

企画部は、 ･｢関係法令の調査研究及び業
務改善等の企画立案に関する事項…｣ これ
が主たる任務になっているが、 先ず第 1 に

会員の業務の実態を精査しは握することが
先決である。そこから始めない限り結果は
的はずれであり、 無駄骨折りになることを
懸念する。

次に支部組織の再認識である。すなわち、会

則第35条に｢本会と会員との連絡調整の円滑

化と業務の改善を図るため、本会に支部を置く。｣

とあるが、北海道行政書士会の発足当時は、
原則として 1支庁 1支部 (渡島支庁と檜山

支庁を 1支部として函館支部とする変則は

あった。 ) だった。 その頃は、 行政書士の

年計報告及び行政書士の登録事務は支庁で
行っていたが、 その後法律の改正で前記の

事項は行政書士会に移行された。
･ 現在の各支部の状況は、先ず支部会員数が
10名から550余名で、 会則に定める ｢会員
との連絡調整の円滑化｣ の目的実現に困難
性がある。理想的には、 会員数50名から150 ･

名が限度であろう。何故ならば、支部長が支
部会員の実態をは握できないからであり、こ
れが巨大支部の体質に根ざす支部活動の活
性化の障害である。
最後に会の運営方針の ｢和と団結｣ であ

る。 隊□｣ とは、 各々が意見等を述べない

で、 いわゆる付和雷同でなく十分各自が意
見を述べ、 多数決で決定した事項は少数意
見者もこれを了承し、 ｢団結｣ して事に当
る。 これが真の和と団結であり激論するこ
とが不和では決してないことを知ることで
ある。

今国会で問題になってきる ｢行政改革｣
同様行政書士会の運営についてもその体質
を見極めながら整備改善の時期にきている
ことを認識し一大勇気をもって断行するこ
とを心から願ってこの稿を終る。

(筆者 元網走支部長 ･元本会理事 ･現綱紀委員)
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法令紹介

昭和58年 5月20日に公布された ｢建築士

法及び建築基準法｣ の一部改正の法律 (昭

和58年法律第44号) により、建築士法 (昭

和25年法律第 202年) が改正になり、一定

の木造建築物の設計又は工事監理を行うこ

とができる者として、都道府県知事の免許

に係る木造建築士資格が設けられた。
しかし建築士以外の者が自由に設計、 工

事監理等のできる業務は従来どおり延面積

300 話を超えない 2 階建て以下の建物と、

(別表 l) 建築士の業務範囲 (設計及び工事監理)

ミ
ミ裾

＼
造 l 木造の他彊以外の幅造

高さ階数 階 数 階 数 階 数
延べ面積頭 】. 2 3

30以内

100 "
木造建築物の場合
1級建薬室,2級建築士 1鰻建築
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類印における学稜,病院 即幕 映画館,観覧場,公会堂,繋会場 (才-ディトリアムを有しないものを
除く)又は百貨店は1扱建築士でなければ設計熟ま工事監理できない。

(別表2) 2級建築士は駿及び木造建築士試験受駿資格

学佼又は資格 学 科
建築に関する

実務年限

大 学 建 築
(短大を含む)

又 は 高 専 土 木

高 校 趣築又は土木

実務のみ

不 用

土 木 1年以上

趣築又は土木 3年以上

7 年以上

都道府県知事が認める者

往 鶏糞に関して7年以上の実務の経験を賞する者はだれでも木造建築士試
験を受けることができる。

新 資 格 木造建築士制度

企 画 部

延面積 100禮を超えない 2階建て以下の木

造建築物です。 (別表 l参照)

木造建築士の受験資格は、別表 2のとお

りで、昭和59年 7月頃には木造建築士の第

1回の試験が各都道府県で実施されること

になっています。

木造建築士制度は、 2階建までの延面積

が 100幅を超え 300罐以下の木造建築物の

設計、工事監理等の業務を行うことができ

る新しい資格制度です。

( ) !

故 榎波弥一郎先生を偲んで

昭和58年 5月28日午前10時、本会事務局
より前会長榎波弥一郎先生の訃報に接し、
全く予期しない突然の出来事に驚き、只々
寂りょうの感で胸が一杯になった。
顧みると私が親しくご指導ご交誼を頂い

のは昭年52年 5月、先生が北海道行政書士
会会長就任以後昭和55年12月までの短い期
間でした。 先生は多くの公職に就かれてい

て、 豊かな経験と卓越した理念そして、 慎

重な行動力とをもって円滑な会の運営にあた
り、 特に会長就任以来会務運営方針として
｢和と団結｣ そして ｢健全財政｣ の確立を

熱心に提唱され、 現在もなおこの方針はわ
が会の運営に継承されている。
私は会報編集のため定期的に事務局に出

向いているが、 壁に掲げられている歴代会

長の写真を見ては、 在りし日のあの慈愛に

満ちた福々とした、今にも私達に何かを語

りかけようと している顔を眺めつつ、 重厚

な人格と中広い識見に敬慕の念一汐であ
る。

先生は、 昭年 9年以来鹿追村役場に奉職

し、 3 期10年の間助役として、 また、 初代

教育長、 公民館長、 選管委員長などを兼

任、戦後の混乱期における民生の安定と財

政基盤の確立に努力し、 鹿追町の今日を築

かれ、 更に昭和38年 5 月、 町民の期待を

担って町議会議員に立起当選、 昭和55年l2

月 辞任されるま での l7年 8 ヶ月の間、 監

査委員、 総務文教委員長、 議会議長の職に

在り、 このほか北海道行政書士会々長、 北

海道森林組合振興協議会長、等数多くの団

体役員を歴任されるなど、正に公共奉仕の
生涯であった。

また、 先生は若い頃より武道に精進され、
特に剣道は師範格の城に達し、 剣道による

地域青少年の非行化防止に貢献された。
本会は、 われわれ行政書士の仲間からこ

のすぐれた指導者を失ったことは光明を奪

われた思いであるが、 私達会員は、 先生の
遺訓を継ぎしっかりと団結して、 行政書士

の生活向上に努力することが、天在の先生

に報いる道と思う。

いまは、 ただ先生の永遠の御冥福をお祈

り申しあげるのみ。 合 掌

故榎波弥一郎先生 (享年72才) 昭年58年 5
月27日御逝去

(昭和58年 5月30日鹿追町議会葬)
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退会届は無くなり廃業届に 年計報告は必ず提出して〈ださむ･。- 小樽支部対話集会の開催-

･ と き 昭和58年 6月25日 (土) ･本会側出席者

13 :20 ~ 16 :00 葛西会長、 日向寺、
･ ところ 小樽市 北海道新聞小樽支局 . 会長、 渡辺総務部長

13 :20 ~ 16 :00 葛西会長、 日向寺、 豊田副

3 F 会議室 曇りがちで、 時々は小雨のこの日、 小樽

(

･ 主 催 北海道行政書士会 支部会員と本会役員による隔意のない話し
･出席者 小樽支部会員 22名 合いの場をもちました。

(出席率 32.8 % ) (総 務 部)

行政書士法の一部改正により、 行政書士 昭和57年 l月 1日以前に入会した会員は
登録即行政書士会入会が制度化されたのに 本年 1月中に年計報告を提出していただく
伴ない、 本年 4月 1日以降は退会は即ち廃 こと!こなつていますが、 まだ未提出の方が
葉 (行政書士登録抹消) となるため、 ｢退 おります。 統計作製上支障がありますので、
会届｣ はなくなり ｢廃業届｣ で届出ていた 至急お出しください。
だくことになりました。届出様式は、 ｢行
政書士法令 ･会則 ･規程集｣ の58頁に掲載
されておりますので、 それをコピーして御

使用ください。

一- - 建設業許可申請
収入証紙の消印方法

…… 申請者印の持出しが困難なときは、
行政書士の職印 ･･

会 場 風 景

ー自賠責保険の支払基準の改正 - - ……… お 断 わ り ………

運輸省では、 自動車損害賠償責任保険 ( 連載予定の ｢公益法人の設立手続｣ は低

共済) の支払基準を改正し、 本年 6月 1日 面の都合により次号に掲載します。
から適用されました。この内容‘雲日本行政" (企 画 部)
6 月号16ぺページを御覧ください。

建設業許可申請の際における北海道収入証紙の消印は、 申請者の印章又は署名によること
を原則とされていますが、 申請者の印章を持出すことが困難な場合には、 行政書士の職印を
用いて次の要領で消印するようにと通知済み (昨年 8月10月発行会報) ですが、 通知のとお
り励行されるよう再度お知らせします。

北海道収入証紙ちよう付用紙

職 印 職 印

- “ … ー 5 ー



一御 逝 去 -

支 部 の う ご き

支部名 開舵野.月日 開 催 場 所 役員改選による支部長の異動 出 席 者

札 幌 58,5.14 自 治 会 館 後 ミ野 郎 彰 (新) 札幌市 (209)
274

小 樽 58.5 J 4 ホテル リッチ 松 本 重 一 (再) 小樽市 (29)
54

苫小牧 58.5.18 ホテル サンフレート苫小牧 河 合 基 - (再) 白老町 (17)
33

室 蘭 58 5.19 大 将 会議室 江 虎 二三夫 (新) 室蘭市 (13)

十 勝 58.5,28 帯広ステーションホテル 役員改選なし (63)
93

空 知 58.6. 5 ホテル サンプラザ、 役員改選なし

役員改選なし

(56)
83

(31)
47釧 路 58.6.li オリエンタルホテル

函 館 58.6.18 ホテル リッチ 安 保 幸 雄 (新) 上磯町 ( 0 )
37

旭 川 58.6.29 旭川市勤労者福祉会館 役員改選なし (49)
86

網 走 58.7, 3 ロイヤルホテル 宮 下 豊 (新) 紋別市 ( 4 )
代議員20

注 1 ( ) 内は、委任状による出席者数を内数として示す。
2 室蘭支部では.桑原支部長が本会役員に就任したので、会則の兼職禁止の規定により支部長に欠員が

生じたので. 臨時総会を招集して支部長の補欠選任を行ったものです。

支 部 業 務 研 修 会 開 催 状 況
滓 ( ) は迦知人Q

支 部 月 = 場 所 研 修 番"- -｣ 講 師 受講者数

釧 路 4 / 26

5 / =

釧路原鰹年金会館 醸灘弱坂集う決筧

相続手続の実務

釧路支庁建設指導課
調整係長 富田 覇雄

釧路支部
副支部長 前川紀久男

噌
(65)
6

函 館 6 / 18

6 / 20

ホテル リッチ

み か ど 荘

民法 (相続)

法律手続相談

函館支部 石村 賢大

函館市市民課
課長 佐藤 健治

( 133 )
36

(17)
15

小 樽 6 / 25 北海道新聞小栂支社 相続法、遺言 本会
副会長 測ら]寺正幸

(66)
22

旭 川 7 / 5

7 / 15

･ -‐"′｣- .‘'‐‘^ ^.
′巴′% . 】‐"‐

′′

風俗営業取扱業務

車庫証明
食品衛生業務
衛生関係業務

旭川警察署防犯課
保安係主任 小林 義次

旭川警察署交通規制課
主任 柿崎 店uj

旭川保健所
食肉係長 柿沢 一隆
衛生係長 三宮 量法

( 126 )
=

( 129 )

11

室 間 7 / l6 室蘭市中小企業センター 相続法 ･商法
伝達研修会

室蘭支部長
打崑一三尺

(52)
12

札 幌 7 / 22 札幌市教育文化会館 自動車登録手続業務 札幌陸運事務所
登録資材課長

辻 賢治
専門店

稲沢 秀明

( 532 )

67

昭 和 58 年 度 支 部 定 時 総 会 開 催 状 況

事 務 局 日 誌

14日

16日

4 月 6日 第 1回常任理事会

本会会議室
第 2回常任理事会

本会会議室

第 1回支部長会議
北農健保会館

13 :00^) 17 :00

16 :30^) 19 :00

10 :00 ~ 15 :30

一退 会 -

支部名 会員番号 氏 名名 区分 提月貪

(整選 769 戸田 栄霊 廃業 58.4.26

( “ ) IJ 82 今 達夫 " 58.6.21

( " ) l,993 桑島 武常 メン 58.5. 2

(東 区) 1話42 小花 赤土 !7 68.4.23

( " ) 墓310 阿部 考一 ‘ソ 58.5,30

(その他; l,329 多田 秀雄 名ゾ 58,5.13

( " ) 2,695 山之内 昇 ‘ソ 58,5, 6

小 樽 2,]22 京谷 嘉雄 ′ソ 58.6.17

旭 川 2-281 菊池 正治 たツ 58.6.29

釧 路 753 仲内 貞吉 んソ 58.4.20

れ7 1,222 葛西 豊 ‘'
.

68.6.lo

れ′ 1,4 I3 白鳥勇太郎 れツ

･

58.6.30

4 月 16日 第 1回理事会

北農健保会館 lo :00 ~ 13 :60

19日 ~ 会報編集会議 13 :00 ~ 18 :00

20日 本会会議室 9 :00 ~ 13 :30

26日 登録資格審査委員会

本会会議室 15:00 ~ 16 :00

28日 会報編集会議

本会会議室 10 :00 ~ 16 :00

28日 昭和57年度決算監査 (出納及び

予算執行)
本会会議室 10:00 ~ 14 :00

5 月 4 日 昭和57年魔決算監査僕務執行)
本会会議室 10 :00 ~ 18 :00

11日 登録資格審査委員会

本会会議室 16 :00 ~ 16 :00

21日 第 3回常任理事会

本会会議室 lo :00 ~ 14 :15

22日 第24回定時総会

自治会館 lo :00 ~ 17 :15

6月 9日 登録資格審査委員会
本会会議室 15 :00 ~ l7 :00

15日 第 2回理事会

北農健保会館 lo :20 ~ 14 :30

15日 役員 ･綱紀委員合同会議

北膿健保会館 lo :00 ~ 14 :50

25日 小樽支部会員との対話集会
道新小樽支局会議室

13 :20 ~ 16 :00

退会者等の会館建設資金借入
金の返済について

行政書士会館建設資金として御融資をい
ただいた会員が退会したり、 死亡したとき
は、 退会又は死亡した年の年度末まで日本
行政書士会連合会から北海道行政書士会を
通じ返済されることになっておりますので

御了承ください。 (預り証の下部に記載し
てある借入契約 3参照)

山 本 正 一 殿 (札幌東区)

昭和58年 5月 6 曰 く行年68才)

島 博 殿 (網走支部)
昭和58年 5月l3日 (行年59才)

榎 波 弥一郎 殿 (十勝支部)

昭和68年 5月27日 (行年72才)

荒 谷 松四郎 殿 (札幌西区)
昭和58年 6月28日(行年77才)
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第 24 回

定 時 総

と き 昭和58年 5月 22日 (日) 10 g oo ~ 17 : 00

ところ 札幌市中央区北 4条西 6丁目南向

北 海 道 自 治 会 館

北海道知事横路孝弘殿

北海道知事メッセーン
本日、 第24回定時総会が開催されるに当り、 一言ごあいさつを申し上げます。

日頃からみなさまには、 行政書士会のリーダーとして会の育成発展に御貢献され、 さらに行政書

士として行政の円滑な推進に御尽力をいただき、 この機会をおかりして心から厚くお礼を申し上げ

ます。

北海道行政書士会 (強制会) が創立されましてからすでに23年の歳月を経て、 今では、 他の行政

書士会の先駆的役割を果たしているわけですが、 この間、 みなさまがたの御苦労を御推察致します

とき、 敬意の念をさらに深くし、 今後ますますの御発展を祈念するものであります。

御承知のとおり今日では、 住民と行政のかかわり合いが一層広範となり、 あわせて、 官公署に提

出する書類も複雑多岐にわたり、 高度の知識と識見を要するものとなっております。 こうした状況

にあってもなお行政の効率的運営は必要不可欠であり、 わたくしども行政の任にあたる者と致しま

しては、 この点を十分認識しながら行政を進めていく所存でありますが、 行政書士のみなさまがた

にも期待するところ少なくありません。

今般、 行政書士法が改正され、 本年 4月 1日から施行になりました改正の主な点は、 行政書士試

験が国家試験となったことと、 公務員の経歴により行政書士の資格を得るための行政事務担当期間

が大巾に延長されたことであります。 この改正は、 さきほど申し上げましたように行政書士の任務

がますます重要の度を増した結果にもよるものであります。 また、 この法改正を受けて道において

は、行政書士法施行細則を、 北海道行政書士会においては会則をそれぞれ改正し、 道及び行政書士

会が一体となって改正法の運用に適正を期して参りました。

本日の総会では、 重要議題が山積していると聞いておりますが十分な御審議を尽され、 今後の北

海道行政書士会の新たな発展の礎となりますよう御期待申し上げますとともに御参会のみなさまの

御健康をお祈り致しまして私のどあいさつと致します。
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議 長 選 出

会 長 あ い さ つ

　　　　　　 　　　 　　　　　　　　
全道各地からお集りをいただきまして、 本日の総会が盛大に開催する運びに

とば誠にありがたく 厚く御礼を申し上げます また 会員のみなさまには

--

朧
.なりましたことを感謝致しております。

私、 に 2年の間会長として会務の運営に努めてまいりましたo幸い、会の “Y
箋 葛西濱雄

執行部役員の方々の特段の御協力と、 支部良さんをはじめみなさんがたの大変な御支援によりまし

て今日まで大過なく過すことができました。 もとより、 私は浅学非才でございますが、 執行部が一

丸となって会務を進め、 昭和57年度の事業については、 みなさんの協力によりましてほぼその目的

を達成することができたと思っています。 ただ、 御承知のごとく、 車庫証明の推進については、 特

別委員会のみなさんの特段の御協力にもかかわらず、 その取扱い件数は微々たるものでありました

ことは、 私をはじめ執行部一同深くお詫びを申し上げる次第でございます。

昭和57年度の特色としては、 行政書士法の一部改正による受け入れ態勢を整備するため、会則の

改正が必要になり臨時総会を招集して、 4月 1日の施行に遺漏なきを期しました。

昭和58年度の事業計画については、 会員のための会の運営を考えて策定したつもりでございます

し、 これと裏腹の関係にある予算については、 諸物価の高騰等に対処して切りつめを考えました。

しかし、 事業費については従前の水準を維持することにつとめ、 一般経費については切りつめると

ころは切りつめをして編成致しており
‘
ますので、 後刻、 御審議をいただきたいと存じます。

本日の総会は、 どうかわが会にとって有意義な一日でありますように、 特段の御協力をお願い申

し上げ、 甚だ簡単ですがごあいさつにかえさせていただきます。

物故者への黙とう

物故者に対し、 全員起立して黙とうを捧げ御冥福をお祈りしました。

議 長

副議長

議事録署名人の選出

小樽支部

札幌支部

議 案 審 議

黒 島

佐々木

宇吉郎 (前支部長会議長、前函館支部長、元本会副会長)

四 郎 (元本会副会長、 元札幌支部長)

大 淵 博 之

倉 盛

第 1号議案 昭和57年度事業報告について

次のとおり報告し承認さ れま した。

昭和57年度事業報告

総 務 部 所 管 事 項

1 品 位 の 保 持

新入会員に対しては、 入会時に ｢行政書士の遵守事項｣、 ｢最初にご覧ください。 ｣ など新入会

員に必要な印刷物を配布し、 新人会員研修会の際には品位保持に関し講義した。

また、 一般会員に対しては、 品位保持に関する論説を会報に掲載し極力会員の品位保持に努めた。

2 対 話 集 会

対話集会を次のとおり開催し、 支部会員と本会役員との対話交流により相互の理解を深めた。

開催支部 開 催 日 時 場 所 出席者数 支部出席率

空 知
57. 5.30

14 :00 ~ l6 :00

岩見沢市

ホテル ･サンブラザー

支部 28名

本会 lo名
28.9 %

留 萌
57. 7.25

l4 00 ~ 17 :00

羽 幌 町

お き な

支部 6名

本会 6 名
33.3 %

昭和57年度死亡会
札幌支部 山根 健二殿 旭川支部 橋本 鍵太殿

函館支部
空知支部

旭川支部

山下 吉男殿
佐 木々喜信殿
遠藤竹次郎殿
嵯峨吉之助殿
竹内 茂一戦
平田喜久丸殿

中田 雄幸殿

高成 正雄殿
留萌支部 渡辺 久七殿
網走支部 今野 藤男殿

翻村 幸蔵殿
森岡 和雄殿

苫小牧支部 松見
十勝支部 斉藤

留吉殿
常司殿
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3 官公署及び他士業との連係協調

行政書士制度主管課 (道地方課)、 農地制度主管課 (道農地調整課)、 建設業許可主管課 (道土

木部管理課)、車庫証明対策関連団体と会合を持ち、 また、 他士業とは有資格者団体協議会に出席

し連係協調を深めるための素地づくりに努めた。

経 理 部 所 管 事 項

健全財政の確保

□) 健全財政維持のため、 支出予算 5 % 程度節減を目標に会務運営を推進したが、 予期以上の成

果をあげることができた。

(2) 監査意見及び総会代議員意見をふまえ、 経理資金の一部を中期国債ファンドによる預託を実

施した。

(3) 会費滞納額の回収に努力し、 予期以上の成果をあげた。 なお、 協力を求めた支部に対しては

協力費を交付した。

企 画 部 所 管 事 項

･被保険者期間と組合員期間の計算

･相続税の計算

･北海道の最低賃金

･公庫住宅建設資金融資額の変更

･北海道関係指名願説明会の開催

･建設業決算報告書様式の改定

･株式会社貸借対照表等に関する規則の特例省令

･会員意見要望に回答 (n )

･社会保険労務士の移行登録

･行政書士法改正の成立 (改正内容の通知)

･行政書士法及び同施行規則の改正

･登記簿の閲覧方法と謄本交付申請手続

･土地や建物を売ったときの税金

(昭和57. 11. 15 会報 133 号)

( " )

( " )

( " )

(昭和57. 11. 10 速報18号 )

(昭和57. 11. 24 速報19号 )

(昭和58. 1 . 1 会報 134 号)

( " )

( “ )

(昭和58. 1 . 8 速報20号 )

(昭和58. 3 , 15 会報 135 号)

( " )

( " )

2 会 報 の 発 行

□) 会報を予定のとおり 5、 7、 9、 11、 1、 3 の各自に発行したほか、必要により速報を発行

した。

(2) 会員の意見 ･要望を "はがき" により求め、 直接又は会報に掲載して回答した。

1 法令の研究、 業務の改善等の企画立案

法令の改正に伴う必要事項は会報に掲載したほか、 速報により会員への周知を図った。

･住民基本台帳、 戸籍附票の閲覧 ･住民票、 戸籍附票写の交付取扱要綱

･農地三法の改正

･内容証明郵便物の記名押印

･社会保険労務士の登録制

･社会保険労務士業務との関係

･建設業許可申請手数料収入証紙の消印

･建設業経理士問題

･不動産売買の媒介契約書

･商業登記法の一部改正

･農地法施行規則の一部改正

･会員の意見、 要望に回答 (I )

(昭和57. 5.15 会報 l30 号)

( " )

( " )

(昭和57. 8. lo 会報 131号)

( “ )

( " )

( " )

(昭和57. 9. 20 会報 132号)

(昭和57. 10. 15 速報 17号 )

(昭和57. = ,伍会報 133号)

3 業 務 の 啓 発 普 及

{l) 新聞広告を北海道新聞に 2回掲載し、 業務の宣伝啓発を図った。

･第 l回 12月 3 日 函館 ･旭川版 12月 6 日 札幌 ･釧路版

･第 2回 l月 3日 札幌 ･.旭川版 1月 4 日 函館版 1月 7 日 釧路版

{2 ) ミニカ レンダーを作成 し、 会員にあっせんした。

申込者数 43名 あっせん枚数 7, 700枚

国 力ラーポスターを作成し、 会員に配布したほか、 監察キャンペーン活動に利用を図り、 監察

キャンペーン用チラシを作成した。

4 行政事務手続無料相談

行政書士の業務を地域住民に啓発普及するため、 支部において行政事務手続無料相談の開催を推

進し、 右記開催支部に対して助成金を交付した。
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業 務 研 修 部 所 管 事 項

1 専門部会の充実強化

= 専門部会は、 次の構成により業務の改善進歩に努め、 業務資料の作成等を実施した。

区 分 部 会 長 担 当 役 員 又 は 委 員

運輸交通部会 原 理 事 長谷川卓蔵委員、 鎌田節子委員

建設農地部会 角 田 理 事 本間秋光委員

風俗衛生部会 小 林 理 事 小田桐正委員、 佐藤業務研修部長

民 事 部 会 平 賀 理 事 亘理敏夫委員

労務経理部会 原 理 事 安藤寿建委員、 中川宏.煕委員

区分萎煉 名 称 日 時 場 所 周知方法 相談員数 相 談 件 数

通年 函

くらしの
法律手続

(開催者函館市)

･毎週金曜 l3:00
から

･函館市役所市民
相談室

ステッカー50枚
を市電に掲示

道新、 市政だよ
り

延 72名

相続、 離婚、 サラ金、

契約など

64件

随時 十 勝
行政事務手続の

無 料 相 談

･ 57年 9月15日欧N
10 :00 ^) l6 :00

･麓丸デパート
7 F

チラシ、 道新、
十勝毎日新聞、
ポスター、 近隣
町村広報、看板

支部長以下

8名を訃

同 釧 路

行政書士 1日

サー ビスデ"-

･ 57年 lo月 21日内
io :00 ~ 16 :00

･釧路市役所 1階
ロヒ“-

新聞、ラジオ、
テレビ、 市広報

支部長以下

7名

相 続 2

取引紛争 2

戸 籍 2

不動産登記 7

そ の 他 3

16件

同

･57年10月2=北村
10 :00 ~ 16 :00

･白糠町社会福祉
センター会議室

新聞、 テレビ、
ラジオ、 チラシ
町広報

前支部長以
下

5名

人権問題 l

土地紛争 2

金銭貸借 l

群餅橇 4

8件

同

･ 57年lo月21酌村
10 :00 ~ 16 :00

･浜中町公民館

新聞、 テレビ、
ラジオ、 チラシ
案内状

副支部長以
下

3名

相 続 3

財産贈与 2

そ の 他 2

7件

同 室 蘭
行政事務手続

無料相談

･57年n 月 7 馴日)
10 :00 ~ 16 :00

･ ファミリーデパ
ート ｢桐屋｣

l F

テレビ、 ラジオ
道新、 室蘭民報
市広報、チラシ
看板5カ所

支部長以下

13名

民 事 lo

自 賠 責 2

建 設土木 1

労 務 3

そ の 他 3

19件

同 宗 谷
暮しの法律

無料相談会

･ 57年11月 19印刻
l3 :00 ~ 16 :30

･稚内海員会館
3 F

新聞広告 2回

看板 2ヵ所

支部役員、
社保、職安、
支庁係長

6名

労
安全衛塑 6

年 金 4

雇用改善 7

そ の 他 5

22件

nY
上

2 業 務 資 料

m 次の業務資料を作成し、 全会員に配布した。

･人名に用いる漢字と字体 ･参考図書案

･相 続 法 ･業務宣伝用‘

･商法改正の要点

(2) 運輸交通部会において業務資料の作成に着手した。

･参考図書案内

.業務宣伝用ポスター

支 部 研 修 会

支部研修会を次表のとおり開催し、 開催支部に対しては助成金を交付した。

昭和57年度支部研修会開催状況

開催年月日 開催支部 研 修 科 目

57. 8.28

9.25

10. 2

I2.11

58, l.19

札 幌 会社設立 (株式会社)

民 法 (総論)

" (総論)

建設業許可申請 ･決算報告書

相続法、 商法改正

57. 8.27

ぬま8

函 ‐ 館 建設業許可

建設業会計記帳と決算
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開催年月 日 開 催 支 部 研 修 科 目

57. 9 . 18

9 . 28

10･ 7

10. 26

l1. 2

l1. 9

11. 16

11. 30

十 勝 会社設立 (有限 ･株式)、 支部機構及び支部規則 (新入会員

対象)

車庫証明 ･自賠責保険

食品衛生許可、 風俗営業許可

砂利採取申請

建設業許可申請

雇用保険加入

労災保険

社会保険適用手続き

57. 7 . 27

12. 3

釧 路 行政書士の業務範囲

改正商法、 会社役員変更

4 新 入 会員研修会

･開催日時 昭和57年 9月l1~ 12日 10 : 00 ~ l7 : 00

･場 所 札幌市 北農健保会館

･受講者数 44名

･科目及び講師 行政書士の遵守事項 総 務 部 長 渡 辺 明

行政書士の業務限界 副 会 長 日向寺 正 幸

報酬額の運用要領 業務研修部長 佐 藤 兆 旧

会 社 設 立 溌
“嚢開講

相 続 法 副 会 長 日向寺 正 幸

建設業 許可申請 { 礬 角田良一
. 原 隆 俊

5 特別研修 ･研究会等

御 建設業会計実務研修会

･開催日時 昭和57年 7月 8 ~ 9 日 9 : 00 ~ 20 :00

9 : 00 ~ 16 : 00

･場 所 札幌市 教育文化会館

開催年月日 開 催･支 部 研 修 科 目

ぬろ9 函 館 建設業会計記帳と決算

57･ 9“9

12. 9

小 樽 記帳実務

民法 ･商法改正要点

57 . 8 . 1

9.26

58. 1.15

2.19

空 知 建設業会計 (決算報告)

公正証書委任状作成手続き

民 法 (総則)

" (債権)

57. 8.17

l1･11

11.18

ll.22

58. 1.20

2.23

旭 川 雇用 ･労災保険手続き

自賠責保険

建設業決算報告

建設業許可申請

農地法申請

相続法、商法の改正

57. 9.l3

lo･lo

12.l8

留 萌 国民年金

国土利用計画

指名願

57.10.22

= .l5

12. 16

58. 3. 9

宗 谷 車庫証明

改正国民年金制度

職業訓練行政

相続法、 商法改正

57. 8.10

9.28

lo.29

12. =

58. 1.22

室 蘭 行政書士法の主要点、 報酬額算定基準実務

農地法の理論と手続き

不動産取得税、 料理飲食等消費税の申告等

建設業許可 ･改正決算報告書

公正証書関係契約書、 定款、 遺言等

57.11. 6

68. 1.24

3 . 2

苫 小 牧 車庫証明

宗教法人設立手続き

相続法、 商法改正

58. 3. lo

3, I2

日 高 車庫証明

相続法、 商法改正

- 76 一 - “ -



･受講者数 1l1 名

･講 師 阿座上 洋 吉氏

(圀 支部業務指導者研修会

･開催日時 昭和58年 2月15日

･場 所 札幌市 北農健保会館

･受講者数 15名

･科目及び講師 相 続

商 法 改 正

監 察 部 所 管 事 項

職域の確立と非行政書士行為の排除

lo :00 ~ 17 :00

副 会 長

理 事

日向寺 正 幸

平 賀 昌 夫

室蘭支部においては、 市町村広報による非行政書士防止を市町村に要望書を提出し、 次のと

おり掲載された。

室 蘭 市 (市政だよりむろらん) 行政書士でない者が行う諸届行為の防止

豊 浦 町 (広 報 とようら) 行政書士の業務

壮 瞥 町 (広 報 そうべつ) 行政書士の業務

洞 爺 村 (広 報 と う や) 官公署へ出す書類作成依頼は行政書士へ

4 行政書士不在市町村対策

小樽支部 該当町村長に対して、 町村退職者の入会促進方要望書を提出した。

空知支部 市及び町村の退職予定者を勧奨したが、 応じなかった。

旭川支部 4 町 1村の不在町村中 2町は近接町の行政書士が依頼を受けて処理しており、 他

の2 町 l村は依頼業務が少なく、 業務維持が困難のため入会勧奨を見合わせた。

留萌支部 行政書士不在の2 町の退職者に資料を配布したが、 希望者はなかった。

宗谷支部 4 町 l村の不在町村対策を支庁の地方係と協議したが、 引き続いて対策を進める

ことになった。

室蘭支部 大滝村、 洞爺村の 2村が行政書士不在であるが、 その地域の業務は、 伊達市の行

政書士が処理しており、 該村での業務経営は困難である。

苫小牧支部 3 町が行政書士不在であるが、 町の行政サービスを受けるなどで処理されており、

非行政書士行為は確認できなかった。

十勝支部 行政書士不在町村理事者に町村退職者の開業勧奨を依頼し、 あわせて行政事務手

続無料相談の開催用意があることを伝えた。

5 違反事実の実態把握とその倍置

= 本会において対応処理したもの

ア 官公署へ提出する書類の作成をしている協会 3カ所を調査し、 うち違法行為と認められる

2カ所の協会に対しては監督行政庁又は協会の責任者と折衝した結果、 相手方は行政書士制

度の無理解によるものであったことを反省し円滑狸にそれぞれ是正措置を講ずることになっ

た。

イ 行政書士の名称使用と違法行為の有無について現地調査の上注意したもの l件

ウ 廃業登録抹消者で看板を掲示したまま他管内へ転出した者に対して看板撤去の警告をし撤

去したもの - 1件

惚) 支部において監察強調月間中処理報告のあったもの

空知支部 廃業者で看板を掲示したまま他管内へ転出し、 転出先不明のため建物所有者を調

法

1 全道監察担当者会議の開催

次のとおり監察担当者会議を開催し、 監察部事業の説明、 監察強調月間の設定協議、 各支部監察

活動計画の発表、 監察情報の交換等を行った。

･開催日時 昭和57年 8月18日 l3 :00 ~ 17 : 00

･場 所 札幌市 自 治 会 館

･出 席 者 各 支 部 監 察 担 当者

本会監察担当各役員

本会関連部長及び委員長

2 全国監察担当者会議の開催

全国監察担当者会議が昭和57年 8月 6 ~ 7日開催され、 佐々木監察部長が出席した。

3 関係官公署並びに諸団体への啓発活動

(1) 各支部において官公署、 諸団体を訪問し、 行政書士業務の理解と行政書士法違反防止の協力

を求めるための活動を別表のとおり実施した。

なお、 ポスター、 しおり、 行政書士法違反防止通達、 会長要望書、 道広報資料写、 陳情書等

を携行した。

(2) 支部の希望によりプラスチック製看板を作成交付し、 該当支部は掲示場所を選定して掲出し

た。

(3) 市町村広報による啓発
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(別 表)査中であったが、 本会において転居先をつきとめ警告した結果、 支部ではその撤

去を確認したもの

釧路支部 退会者で行政書士と看板に記載してある者 2名を発見、 1名は看板を撤去、 1件

は折衝中である。

会 場 風 景

発言する代議員

関係官公署、 諸団体への啓発と折衝の支部活動状況

支 期 訪 問 先 訪 問 者

札 幌
昭和 57』0.20 北 ･東各区役所

伊藤(賢)理事、住田幹

事

" ]0,26 札幌市役所、石狩支庁
伊藤支部長、高瀬副支

部長
" め･27 西 ･南各区役所 中田理事、上北幹事

" m ･27 白石 ･豊平各区役所 阿部理事、葛西理事

ハフ ーo‘29 中央区役所
佐藤副支部長、佐藤

(良)理事

ノン □･10

ノン 12.lo

メソ ー2 J o

" 12話5

中央 ･南各警察署

西警察署

石狩 ･当別 ･広島各町役場

江別 ･恵庭 ･千歳各市役所

伊藤支部長、倉理事

同 上

高橋副支部長

同 上

函 館 昭和 57ナ11.12 上磯町役場 ･農業委員会 ･商工会、大野町役場 ･農

業委員会 ･商工会、七飯町役場 ･農業委員会 ･商工

会、 森町役場 ･農業委員会 ･保健所 ･警察署

黒島支部長、 古山 ･長

谷川 ･元丼 ･鈴木各理

事、石村本会理事

ノソ ーー･22 尻岸内町役場 ･農業委員会 ･商工会、戸井町役場 ･

農業委員会 ･商工会、 鍛法華村役場 ･農業委員会 ･

商工会、 函館中央警察署ゞ 市立保健所、 渡島保健所

黒島支部長、 安保 ･原

副支部長、 高谷 ･鈴木

･菅原各理事、沢野監

事、石村本会理事

小 樽 昭和 57. = .18 小樽市広報課 ･保健所 ･警察署 ･商工会議所 ･公証

人役場 ･小纜建築技能組合

松本支部長、 橋本理事、

北川本会理事
" 11. 19 赤井川 ･ニセコ ･余市 ･積丹各町村役場、共和町商

工会、余市保健所 ･余市警察署
同 上

空 知 昭和 57.10. 5 岩見沢市役所 ･警察署 ･商工会議所~ 空知支庁 新川支部長、高野監察

委員

" m ･ 6 三笠市役所 ･商工会議所 ･警察署 同 上

" 10･ 7 美唄市役所 ･商工会議所 ･警察署 新川支部長、豊島監察

委員

" lo.16 砂川 ･滝動=警察署、 札幌地方自動車整備振興会、 空

知三菱自動車販売K K、 坂口社会保険事務所

新川支部長、大谷副支

部長、大栗 ･計良各監

察委員

メリ ー。･19 深川警察署 ･農業委員会 大谷副支部長、 須田監

祭委員

　　　　　　　　　　　

　　
し

『

　 　　　　　　　　　　　　　

さんふき--なぎさを.けなそ“-アニメ入る憲二ぶ

議 長 団

発言する代議員



支 部 名 訪問時期 訪 問 先 訪 問 者

昭和 57.10.2 l 芦別市役所 ･農業協同組合 ･土地改良区 ･警察署 ･

赤歌審察署

大谷副支部長、隅田監

察委員

" lo.25 栗沢 ･栗山 ･由仁 ･長沼各町役場、 栗山警察署、 由

仁保健所

新川支部長、松永監察

委員

旭 川 昭和 57. 6.30 旭川

働蓉

市役所 ･社会保険事務所･公共職業安定所 ･労

凖監督署 ･農業委員会

西川支部長

ノン 8.20 旭il保健所 同 上

れゾ 8.23 上川支庁、旭川警察署 ･市役所 ･農業委員会 同 上

" 8.25 旭′l市神楽支所･農業委員会神楽支所 同 上

" 8･26 旭川

･夕べ.

市神居支所、旭川社会保険事務所 ･商工会議所

共職業安定所

同 上

“ 9.10 旭川市永山支所、 比布 ･鷹栖各町役場、 東鷹栖支所、

旭川市東旭川支所

西川支部長、古屋副支

部長、 横田監察部長、

東旭川支所中村(京)会

員同行

ノン 9･22 美深町役場 ･警察署、名寄市役所 ･警察署、 士別市

役所 ･警察署、風連町役場

西川支部長、古屋副支

部長、 その他次の会員

が地元で同行

美深町…吉岡、 名寄市

…高橋(富)、 士別市…

新原各会員

風連町…高橋本会常任

理事

" 9･28 富良野市役所 ･-警察署、 中富良野 ･上富良野 ･美瑛

各町役場

西川支部長、 古屋副支

部長、 染川本会理事、

富良野市 ･警察署…永

沼理事同行

" lo, 5 和寒 ･剣淵各町役場 古屋副支部長

" lo, 13 旭川陸運事務所 西川支部長、古屋副支

部長

留 萌 昭和 57. 8.20 第一自動車K K、㈱ニッセン 捻金支部長、 立山理事、

高田会員

“ 9･21 増毛町役場 ･農業委員会 捻金支部長、大室会員

れソ 9.21 留萌市役所 ･農業委員会 捻金支部長、 立山理事

之7 9･2l 小平町役場 ･農業委員会 捻金支部長、高田会員

" 9 2 l 苫前町 ･羽幌町各役場 ･農業委員会 五十嵐 ･成田各会員

支 部 名 訪問時期 訪 問 先 訪 問 者

留 萌 昭和 57. 9,2l 天塩町役場 ･農業委員会 橋本本会常任理事、脇

淵会員

“ 9,2l 初山別村役場 ･農業委員会 五十嵐会員

" 9.28 遠別町･幌延町各役場 ･農業委員会 橋本本会常任理事、脇

淵会員

" め江7 第一自動車K K、㈱ニッセン 捻金支部長、 立山理事、

高田会員

宗 谷 昭和57.10溝3 稚内公共職業安定所 ･社会保険事務所 川村支部長、越監事

" 10,14 稚内労働基準監督署 ･稚内公共職業安定所枝幸分室

･枝幸町役場

川村支部長. 金谷副支

部長、 中里理事、 越監

事

" 1O J 5 宗谷支庁 (総務課、建設指導課、商工労働課) 川村支部長、 越監事

網 走 昭和 57.l1. 1 端野町役場 ･農業委員会 浅利会員

" = . 2 訓子府町役場 ･農業委員会 出町会員

ノン ll~ 4 興部町役場 ･農業委員会 兼田会員

" ･ 1l. 6 雄武町役場 ･農業委員会

美幌町役場 ･農業委員会

津別町役場 ･農業委員会

目黒会員

山本監事、 筒井会員

橋本本会監事、島本会

員

メソ ーL m 遠軽町役場 ･農業委員会

佐呂間町役場 ･農業委員会

上湧別町役場 ･農業委員会

置戸町役場 ･農業委員会

市議 ･高尾会員

相田会員

松本会員

高山会員

" = ･11 北見市役所 (広報課、開発指導課)、農業委員会 大島支部長、佐藤本会

常任理事

“ 1l･12 留辺蕊町役場 ･農業委員会 清水会員

" 11.15 斜里町役場 ･農業委員会 加城 ･高木会員

!ソ ーー違6 清里町役場 ･農業委員会

小清水町役場 ･農業委員会

滝上町役場･農業委員会

網走市役所 ･農業委員会

加城 ･岡崎会員

島 ･狩野会員

近藤会員

嵯峨丼副支部長 J =上

常任理事

メソ ー14 7 網走支庁 (振興課、建設指導課、農務課) 大島支部長、嵯峨丼副

支部長

" 1l.主9 女満別町役場 ･農業委員会

常呂町役場 ･農業委員会

飯島会員

吉田会員



支 部 名 訪問時期 訪 問 先 訪 問 者

日 高 昭和 67,lo.25 様似町役場 ･農業委員会 金田支部長、伊東監察員
“ lo,四 浦河町役場･農業委員会 同 上

十 勝 昭和 57.10.27 帯広市役所、 音更 ･士幌 ･上士幌 ･鹿追各町役場、

音更 ･鹿追各町農業委員会

堀口支部長、片桐副支

部長、 野際監察部長、

荒 ･山崎 ･鈴木 ･森田

監察部員、平賀本会理

事

れソ ーー･ 5 新得 ･清水 ･芽室 ･幕別 ･池田各町役場 ･各農業委

員会、新得･池田各警察署

メソ ーL n 豊頃 ･本別 ･浦幌 ･足寄各町役場 ･各農業委員会、

本別警察署

メソ ーー･ 18 更別 ･中札内 ･忠類 ･大樹 ･広尾各町村役場、 中札

内 ･忠類 ･大樹各町村農業委員会、広尾警察署

“ n .24 帯広警察署 ･陸運事務所 ･帯広保健所、北海道商工

連合会十勝支部

釧 路 昭和 57.10.13 阿寒 ･鶴居各町村役場 畑常任理事

メソ ーo.15 釧路市役所、釧路支庁建設指導課 辰尾支部長

" lo.21 厚岸町役場

浜中町役場

白糠町役場

音別町役場

前田副支部長

遠藤監事

大沢会員

杉谷会員

メソ ー0･23 標茶町役場

弟子屈町役場

高橋会員

黒川会員

れゾ 10･26 釧路町役場 前田副支部長

根 室 昭和 57, 9, 4 根室支庁 (振興課)、市役所 ･警察署 山田支部長、本田副支

部長、富樫常任理事、

高田理事

′ソ ーo･ 4 中標津町役場 ･農業委員会 ･警察署、根室支庁中標

津合同庁舎

" 10.25 中標津保健所 ･中標津連合町内会

車庫証明対策特別委員会所管事項

委 員 会 の 構 成

委 員 長 伊藤 正敏 はし幌支部) 委 員 染川賢一郎 (旭川支部)

副委員長 佐藤 兆昭 (本会業務研修部長) 委 員 欠 員 (網走支部)

委 員 渡辺 明 (本会常任理事) 委 員 腰山 寛 (室蘭支部)

委 員 元非 時雄 (函館支部) 委 員 野際 克彦 (十勝支部)

委 員 大淵 博之 (′神舒支部) 委 員 前田紀久男 (鈷11路支部)

支 部 名 訪問時期 訪 問 先 訪 問 者.

網 走 昭和 57.11.22 紋別市役所 ･農業委員会 加川副支部長、古川l常

任理事

室 蘭 昭和 57. 9.14 胆振支庁 (振興課、建設指導課) 桑原支部長、 沢里監察

部長

" ]0 4 9 胆振支庁〔課税課)、 室蘭市役所 ･土木現業所･開

発建設部 ･保健所 ･警察署、 室蘭民報社

桑原支部長、沢里監察

部長、高橋監察部員

“ lo.2 1 登別市役所、室蘭土現登別出張所、室蘭開建室蘭道

路事務所、登別建設協会
同 上

" 10.26 伊達市役所、大滝村役場 桑原支部長、菅原副支

部長、沢里監察部長、

高橋監察部員、福田理事

ノン 1q “ 虻田 ･豊浦 ･洞爺各町村役場 ･農業委員会、 虻田町

農業協同組合 ･商工会

桑原支部長、菅原副支

部長、 沢里監察部長、

高橋監察部員、村上 ･

斉藤各理事

苫 小 牧 昭和 劫.10.12 苫小牧市役所･警察署 ･公共職業安定所･労働基準

監督署 ･保健所 ･商工会議所、白老町役場 ･農業委

員会 ･商工会

河合支部長、 本間 ･藤

田各理事、 富田監事

早来 ･追分 ･厚真各町役場 ･農業委員会 ･商工会 酒井副支部長、 今川 ･

本田各理事

" lo,13 鵡川 ･穂別各町役場 河合支部長、 早坂 ･今

jll･本間各理事

" lo.30 非行政書士行為の防止と看板掲示等について、退会

者及び未入会登録者を訪問し、また、 社労士. 宅建

業者の広告等の実態監察を次の地域で実施した。

苫小牧市、白老町内

早来町内、追分町内、厚真町内

鵡川町内、穂別町内

河合支部長、 本間 ･藤

田各理事、 富田監事

酒井副支部長、 今川 ･

本田各理事

河合支部長、早坂･今

!ll･本間各理事

日 回･ 昭和 67. 9. 6 日高町役場 ･農業委員会 金田支部長、伊東監察員

" 9.20 門別町役場 ･農業委員会 同 上

" 】G 7 静内町役場 ･農業委員会 ･保健所 ･商工会 同 上

" 10.13 三石町役場 ･農業委員会 同 上

" lo･16 新冠町役場 ･農業委員会 同 上

- ? 5 ー



1. 調査委託団体の指定及び現地調査省略対策活動

中央重点対策との一体化活動として次のとおり協力要請又は陳情等を行ったか進展を見ること

ができなかった。

57. 8 . 23

9 . 9

安 協

行政監察局

道警交通規制課

葛西会長、 伊藤委員長、 渡辺委員

同 上

同 上

葛西会長、 伊藤委員長、 渡辺委員

同 上

4. 告 発 対 策

告発の措置は、 諸状勢をふまえて慎重を期し、 あらゆる角度から検討を加えたが、 昭和67年度

は一応告発を見合わせることにし、 告発する場合には全道的に資料を収集して展開することにし

た。

57. 4 . 14

7 . 6

7 . 6

9 . 29

lo. 5

告発問題現地協議

告発対策を協議

告発対策を協議

告発問題の検討

伊藤委員長、 渡辺委員

特別委員会

特別委員会

渡辺委員

特別委員会

ユーザー対策用はがき、 チラシ 各 l,000枚現物

2. 道議会対策

調査省略 ･行政機関の協力等を陳情した。

57. 8 . 10 道議会関係

9 . 2 "

3. 業務誘致活動

次のとおり業務誘致活動を展開したが、 格別の反響が得られず、 目下のところ消費者協会の動

きと道民の反応に期待している。

{1) 車庫証明書の早期交付要請

57. 8 . 3

8 17

9月 ~ 10月

10. 4

(2) 業務誘致折衝

陳情書起草

道警交通規制課

各警察署

道地方課

葛西会長、 伊藤委員長、 渡辺委員

同 上

各支部で警察署へ陳情

葛西会長、 伊藤委員長、 渡辺委員

伊藤委員長 (全道中古版名簿入手折衝)

(全道中古販名簿入手 ･各支部に配布)

葛西会長、 渡辺委員

伊藤委員長

渡辺委員

伊藤委員長、 渡辺委員

(札幌、 十勝、 苫小牧で試行)

伊藤委員長、 渡辺委員

伊藤委員長

伊藤委員長、 渡辺委員

57. 7 . 20 中 古 販

9 . 27

12. 16

58. l . 25

2 . 4

ユーザー対策活動 ,

57. 12, 17

12. 20

12. 24

58. l . 12

自 販 連

札幌トヨタ本社

安 協

ユーザー対策用
はがき (案) 検討

道消費者協会

道消費者協会

5. 助 成 措 置

業務誘致活動支部又はセンターに次のとおり助成した。

57. 12. 28 帯広センター ユーザー対策用はがき

58‐ 1‐ 4 札幌センタ- 養母。00枚現物交付

2 . 2 苫小牧センター 各 1,000 枚現物交付

3 . 4 告発活動支部助成金 6 0, 000 円 ( l支部)

2 . 28 業務誘致活動助成金 3 69,900 円 (8支部)

3 .

‘
4

支 部 名 活 動 回 数 折衝箇所数 参 加 人 員 助 成. 額
札 幌 17回 67箇所 36名 97,200円

小 椋 10 20 22 59,4 00

空 知 2 4 2 5,400

室 蘭 2 5 5 13 ,500

苫 小 牧 3 10 lo 27,000

十 勝 24 31 48 129,600

釧 路 ず上 l 2 5,400

根 室 4 17 12 32,400

計 63 155 137 369,900

6. センターの業務取扱い状況

区 分 1,000件以上 100件以上 即件以上 10件 以上 1 件以上 0 件 計
57 年 度
取 扱件数

2 ,8 96 件
(4 , 169 )

1,4 35 件
d ,048 )

0 件
(152 )

198 件
(255 )

57 件
(79 )

0 件
( 0 )

4,586 件
(5,703 )

センター数
2
(2)

6
{4)

0
(2)

9
(lの

15
乾の

7
(贓

39
倦釧
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センター名 センター長名 処理件数 報酬単価 センター名 センター長名 処理件数 報酬単価

札 幌 貪 盛 1 ,639件 秀筋-『 "榔川 留 萌 捻金 昭二 22件 4 ,500円

江 別 星 享克 羽 幌 五十嵐芳信 15 4 ,500

函 館 元井 時雄 5 3 ,000 天 塩 脇"荊 稔 27 5 ,000

松 前 中森 勉 3 4 ,500 枝幸南 金谷真治郎 39 4 ,1〔ゆ

小 樽 大渕 博之 150 4 ,750 網 走 川上 恭広 3 7'…

余 市 青木庄次郎 5 4 ,000~ 5 .00〇
紋 別 古川 俊宏 27 4 ,0〔沁

岩 内 浅水 秀勝 遠 軽 高尾 寿夫

倶知安 中尾 道信 7 5 ,000 美 幌 山本 哲士

寿 都 武田 信一 室 蘭 腰山 寛 168 5-…

岩見沢 新川 司 5 5 ,00O 伊 達 菅原 繁治 12 亀…
美 唄 豊島昭二郎 6 4 ,000 苫小牧 早坂三郎治 l4 1 5 ,0(沁

葉 山
汐鑪を含むj 江良勝三郎 4 5 ,頂)0 様 似 加藤 鉄二 1 5 ,0くめ

砂 川 大栗 武雄 5 5 ,凹O 静 内 三上 紀一 3 5 ,0(沁

滝 川 計良 邦雄 l3 5 ,00O 新 冠 伊東 幸治
テ･

せ
-,… '深 川 須田 和志 16 5 ,000 帯 広 瀬尾 朝貝-i 447

テ‘ こ - ,.( l1,tXbその他 Q gα)

旭 川 染川賢一郎 348 4 ,000 本 別 荒 一興

名 寄 江口 茂 ] ,257 3 J OO 釧 路 前田紀久男 2 5 ,0〔ゆ

士 別 古屋 福治 27 4 ,猷)O 厚 岸 石黒 重吉 2 5 ,5(沁

美 深 吉岡 信一 18 1 3 ,l00 中標津 虻川 茂 1 3 ,000

富良野 永沼 祐 5 6 ,00O

第 2号議案 昭和57年度一般会計収支決算報告について

第 3号議案 昭和57年度特別会計収支決算報告について

第 2号議案、 第 3号議案は報告のとおり承認されました。

(決算報告書は別記 1を参照してください。 )

監 査 “ 報 告

わたくし、 監事の細木貞次です。 監事団を代表して、 昭和57年度の監査報告を申し上げます。

監査所見のあらましは、 別記 2の監査報告書のとおりですが、 支部長、 代議員をはじめ、会員各

位の熟読検討を切にお願いする次第です。

なお、 この際特に申しあげておきますが、 監査報告書は 3人の監事が共同して書いた労作である

ことを御理解願い、 その内容は監事団として連帯して責任を負います.

もゞ
‘〆

さて、 報告書には書かれなかったことを少々申しあげます。 ひとつは車庫証明問題です。ことし

3月開催の57年度第 4回支部長会において、 支部長会としての意見が出されました。

本会としての対応策は、 新しい執行部によって、 この総会以後に具体化されるものと思いますの

で、 監査報告ではあえてふれておりません。ただ、 車庫証明はタナからボタモチが落ちてくる式の

ものではないこと。 また、 1,400名のわが会会員の少くとも半数は仕事用または自家用としての車

をもっているはずですが、 そのうちのなん人がその車の車庫証明を自分の手で、 あるいは仲間の会

員に依頼しているでしょうか。

親戚、知人の車庫証明を積極的に勧誘しているでしょうか。 ｢地域の実情にあった方法で仕事を

とる｣ という特別委員会の方針の具体的実行方法は、 こんなところにあるのではないかと思います。

2番目に、 研修関係であります。 かつて、 本会総会で委任代理権が多数決で否認されたことがあ

ります。 詳しい内容は時間的余裕がないので申しあげるわけにはいきませんが、 本日出席の各位の

中にも当時の総会構成員がおられるはずです。

もし、 当時の総会構成員の過半数が初歩的法律知識以前とも言える知識があれば、 非常識な決議

はしなかったはずです。 私権の法典である民法を研修科目にとりあげる傾向が少しづつ出てきたこ

とは、 基本的学習を重視するあらわれとして歓迎されます。 民法第 1条の 3は、 ｢私権ノ享有ノ･出

生ニ姶マル｣ としていますが、 まさに行政書士の仕事はここから始まるということを認識するべき

でしょう。

3番目に、 本会の財政問題ですが、 報告書で例年とは趣のちがう報告をしております。 その意義

をご賢察願いたいものです。

4番目に、 支部規則の整備があります。定時総会の開催時期が明文化されていないもの、 総会成

立要件が不明確のもの、 代議員選任の根拠規定が明示されていない、 選任機関と方法が定められて

いないものなどがあります。 昭和46年 6月第 6次改正行政書士法施行に伴い、 本会会則はl1月支部

規則は翌年の7月ごろまでに、 適合させるための改正作業が行われたものです。 ところが、 旧法当

時のままであったり、 その後の改正によって法あるいは本会会則に適合しないものになったりして

いる支部規則があります。 理事機関を通じて、 改善勧告をした例もありますが、 それぞれの支部に

おいても検討されるよう要望します。 最後に、 今次の改正法施行に伴う臨時総会の開催をはじめ、

関係の事務処理が円滑かつ適確に行われたことは、 関係役員の努力はもちろんですが、 事務局職員

が全員一体となって献身的に努力された結果であります。 この機会に監事団からも心からの感謝の

意を表する次第です。

さて、 いつも申しあげておりますが、 例年のように一般会員や支部の活動家特にことしは多人数

支部の札幌、 旭川、 網走支部の所属で、 文字どおり行政書士を生業としている会員から多くの要望

や中味のあるご意見がよせられました。 その中には、 監事団としてはすでに関心をもっていた事項

もあって、 その一部は監査報告の中で答えに代えたものもあります。 なお、 支部長会の席上本



会監事による支部の監査執行について意見を求められたことがあります。 年々監事の職務について、
認識と関心が高くなってきたことをこの機会に申しあげて67年度の監査報告とします。

第4号議案 北海道行政書士会会則の
一部改正について

次のとおり提案し、万場一致可決されました。

会 則 の 改 正 案
北海道行政書士会会則の一部を次のように改正する。

別記第 3 (第66条の表) を次のよう-こ改める。

の受ける報酬の額の基準に関する規則｣ が改正され報酬額の引き上げが行われたので、 報酬額の改

定をするとともに、 併せて、 別記第 3中、 備考欄等の文言及び字句の整備をしようとするものです。

第 5号議案 昭和58年度事業計画について

次のとおり提案し原案可決されました。

昭和58年度事業計画 (案)

別記第 3 (会則第66条)

北 海 道 行 政 書 士 報 酬 額

種 別 単位 報 酬 額 摘 要

1 考 案を要しない書類の作成 1枚 480円以内 構想を要しない簡易なもの

2 考案を要する書類の作成 =女 960円以内
事情聴取、 実地調査あるいは参考
資料等により構想を要するもの

3 特に考案を要する書類の作成 l枚 2,飼0 円以内
請願書、 不服申立書、 反論書その
他特別に考案を要するもの

4 提 出 代 行 料 1時間 2 ,300円以内 官公署に提出する書類の提出手続
代行

5 相 談 料 l時間 2,300 円以内
専ら相談を受け書類作成に至らな
かったとき。

備

考

1 副本又は複写による書類の作成については、 この報酬額の l00 分の70以内とする。
2 特に複雑かつ精密な書類の作成については、依頼者の承諾を得て、この報酬額の ]00分の 100以
内の額を加算するここができる。

3 書類の作成に書手した後、 依頼者の請求によりこれを止めたとき又は依頼者の責に帰すべき事由

によりこれを完結できなかったときは、 その報酬をうけることができる。
4 書類の大きさは、 所定の様式あるものを除き、 日本工業規格B効幹 番 1枚において l行20字詰24

行を標準とする。
5 用紙はすべて行政書士の負担とする。 ただし、依頼者が用紙を指定したときは、この限りでない。
6 図面の作成その他の関連業務の報酬額及び旅費は、 別に規程に定めるところによる。

附 則

この会則の改正は、 昭和58年 6月 1日から施行する。

改 正 理 由
公務員の給与、 賃金、 消費者物価指数の上昇率等を考慮して日本行政書士会連合会の ｢行政書士

l総 務 部l

1. 対話集会の開催

本会役員との対話集会を 1力所で開催し、 相互の理解を深める

2. 官公署との連係協調を深めるため会合等を行う。
3. 法改正に伴う事務処理の整備

法改正に伴う登録事務の改変、 登録抹消台帳の整備保存等に事務処理の適正を期す。

l経 理 部｣

健全財政の確保

l. 登録即入会制度への移行及び行政書士資格の引上げに伴い、 登録申請者数及び入会者数の減少

が見込まれるので、 堅実な収入見積りと支出の抑制に配意して予算を編成し、 適正な予算の運用

につとめて健全財政の維持につとめる。

2, 会費滞納額の回収に努力するとともに、 その過程において支部の協力を要するものについては、

調査又は意見を求め、 協力した支部には協力費を交付する。

なお、 悪質滞納者に対しては、 支払命令等の措置をとる。

基 本 方 針

･ 行政書士の地位の向上

･ 会員の和と団結

･ 健全財政の保持

- ' 7 -



l企 画 部!

1. 法令の研究、 業務の改善等の企画立案

(1) 業務に関する法令等の改正を研究して会員への周知を図る。

甥} 行政書士業務の専門化と制度化を研究する。

2. 会 報 の 発 行

会報を隔月に発行するほか、 急を要するものは速報を随時発行する。

3. 報酬額の検討

付随業務報酬額等の検討を行う。

4. 業務の啓発普及宣伝

□) 新聞、 その他により啓発宣伝を行う。

物) 啓発普及資料を作成配布する。

5. 行政事務手続無料相談の開催促進

行政書士業務の周知を図るため、 支部を核とした地域住民との相談事業を促進し、 実施支部に

対しては、 次により助成金を交付する。

助 成 要 領

○随 時 l支部 5万円以内、ただし、 1支部で 3回以上開催の場合は 8万円以内と

する。 ･

0週年実施 1支部 露万円以内

轢務研修部I

1. 専門部会の充実強化

次の専門部会とし、 部会長及び委員は協力して業務の改善進歩につとめ、 部会開催の上研究検

討する。

運輸交通部会 - -一連輸事業、 自賠責、 車両登録、 車庫証明など

建 設 労 務 - -一建設業、 指名願、 社会保険、 雇用保険、 労災保険、 記帳代行、 決算諸表、

借入申込みなど

民 事 農 地- -一相続、 帰化、 会社設立、 法人設立、 告訴 (警察署)、 農地法、 河川法、 宅
風俗衛生部会

造法、 風俗許可、 食品衛生許可、 旅館業法など

2. 業務資料の作成

業務資料を作成し、 会報に掲載するほか、 必要な業務資料を別に作成配布する。

3, 支部業務研修会の推進

支部研修会は、 各支部 4回程度を目途とし、 予算の範囲内で次のとおり助成金を交付し推進を

図る。

助 成 要 領

○講師謝礼 部外者 10, 000 円以内 (弁護士 は、 客と ることが い部外者

都内者

10, 000 円以内 (弁護士等は、 倍額とすることができる。 )

8, 000 円以内

6, 000 円

600 円

○会場費 6, 000 円

○受講者助成 600 円

4. 新入会員研修用資料の作成

5. 特別研修会等の開催

次により建設業会計実務研修会の開催を予定するほか、 予算の範囲内において必要な全道研修

会を開催する。

○建設業会計実務研修会の開催予定

札幌ほか 1箇所において、 各 2日間開催する。

I監 察 部!

職域の確保と非行政書士行為の排除

1. 監察強調月間は、 9月から10月までの間において各支部が設定する。

2. 全道監察担当者会議の開催

n月に、 支部監察担当役員による金道監察担当者会議を開催する。

3. 関係官公署、 他士業並びに諸団体への啓発活動の展開

士業間における業務分野の侵食防止を図る。 監察強調月間中は、 各支部が道の機関、 市町村、

同農業委員会、 商工会等に対し、 行政書士の業務に対する理解を深めるための活動を展開して非

行政書士行為の防止についての協力を要請する。 この活動に必要な各種印刷物などは本会におい

て作成し各支部へ送付する。

4. 違反事案の処理

違反事案の処理は、 本会と支部との連携を密にし、 支部又は本会が注意、 勧告、 警告等の措置

をとる。

陣庫証明対策特別委員会 I

車庫証明業務の促進
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第 6号議案 昭和58年度一般会計収支予算について
第 7号議案 昭和58年度特別会計収支予算について

一般会計及び特別会計予算案を別記 3 のとおり一括提案され、 原案可決されました。

第 8号議案 役員の選任について

会長 1人、 副会長 3人、 理事20人、 監事 3人を選挙委員により選考を行い、

捻金 昭二選考委員長から選考結果の発表があり、 万場一致により次の方々

力謠役員に選任されました。
(50音順)

職 名 所属支部 氏 名 職 名 所属支甜 氏 名

会 長 札 幌 葛 西 義 雄 (前) 理 事 網 走 角 田 良 一 (前)

副会長 函 館 黒 島 宇吉郎 (元) メソ 札 幌 鳥 井 茂 (新)

れ′ 十 勝 豊 田 春 男 (前) イン 小 榑 中 尾 道 信 (" )

んソ 日 高 日向寺 正 幸 ( " ) メソ 札 幌 能 勢 寿 雄 (前)

理 事 札 幌 五十嵐 一 寿 (新) メソ 留 萌 橋 本 雄 一 ( " )

れソ 室 蘭 石 川 常次郎 (前) 名ソ 函 館 原･ 隆 俊 ( " )

んソ 函 館 石 村 賢 大 (メリ メ7 十 勝 平 賀 昌 夫 (" )

イン 小 樽 北 川 清 (メリ れソ 旭 川 古 屋 福 治 ( " )

" 室 蘭 桑 原 浅之助 (新) 名ゾ 空 知 南 忠 一 (メリ

メソ 苫小牧 酒 井 清 蔵 (前) たソ 札 幌 渡 辺 明 (えら

たり 札 幌 佐々木 兄 一 を" 監 事 十 勝 坂 下 尊 (新)

メソ 網 走 佐 藤 兆 昭 ( " ) Zソ 小 樽 中 野 幸 一 (前)

メゾ 旭 川 染 川 賢一郎 (“) れソ 釧 路 細 木 貞 次 ( " )

メソ 旭 川 高 橋 武 次 ( " )

第 9号議案 綱紀委員会委員の選任について

綱紀委員10人を選考委員により選考を行い、 捻金 昭二選考委員長から選

考結果の発表があり、万場一致により次の方々が綱紀委員に選任されました。

所属支部 氏 名 所属支部 氏 名

札 幌 小 城 清 二 (前 ) 室 蘭 菅 原 繁 治 (前 )

札 幌 阿 部 力 男 (新) 十 勝 野 際 荘 一 (前 )

空 知 後 藤 勲 (前 ) 函 館 長谷川 卓 蔵 (元)

札 幌 佐々木 四 郎 (新) 旭 川 横 田 輝 義 (前)

網 走 佐 藤 三千三 (前 ) 札 幌 渡 辺 慶 吉 (前)

定時総会における主な発言と答弁の要旨

- 総会における支部長の表決権 -
京谷代議員質問 (小樽) 代議員は会則第40条第 2項の規定により総会の表決権を有するが支部

長については会則第37条第 2項に総会構成員の定めはあるが、表決権を規定していないので、支部

長の総会における表決権について疑問がある。

渡辺総務部長答弁 会則第17には、支部長及び代議員を総会構成員とする定めがあり、総会構成

員の表決権は会則第23条に規定されでいるので、支部長は総会における表決権を有します。

- 諸 会 議 の 運 営-
米倉代議員質問 会議の構成員と#召集についてどのようになっているか知りたいので、理事会、

常任理事会、支部長会の議事録及び出席役職名、 参考として役職別旅費を示してほしい。

渡辺総務部長答弁 ただいまの件は、用意しているのでお届けします。

米倉代議員質問 (十勝) 資料が届いてからでは時間的に迷惑をかけると思うので端的に申し上

げます。 理事会、常任理事会、支部長会等に監事が必ず出席していると聞くが、監事は会則で定め

られた職務があるので執行機関の会議に出席することはどうかと思う、また、招集したのであれば

その理由を知りたい。 監事の意見を求めなければやれないようでは執行部の権威がないように思う

が如何か、それから役職別の旅費についても説明してください。

葛西会長答弁 理事会、常任理事会、支部長会の全会議に監事の出席を求めたものではなく、特

に重要な会議についてだけ監事の出席を求め、会議の内容について知っていただくようにしていま

す。

それから執行部の自主性を疑うというような御意見ですが、監査の結果、私どもの気の付かない

点で間違いもあります。 監事からは、会のよりよい運営を進めるための助言をいろいろ受けている
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が、執行部は同んでも監事のいうように動いているわけではないことを御理解願います。

なお、旅費については、会則で定められた旅費規程により支出しています。

米倉代議員 (十勝) 要点のみ申しますが、 会議等は会則にしたがって運営実施すべきであるし

旅費については、もっと有効な面に活用すべきであると考えているので、私の申したことを確認してく

ださい。

葛西会長 分りました。

一監察案件の対応-
阿部代議員質問 (札幌) 交通安全協会が自動車免許等の申請書類をサービスとして作成し、 会費

として1,鰍)円を領収している。また、自動車教習所でも同じことをやっています。 私の考えでは、法

の番人である警察の外郭団体が違法行為をしているという疑念があり、これを長い間放置しておく

と、それは行政書士の職域であるといっても、のれんに腕押しになることを心配するので、この問

題については、先般書面で本会の方から回答をもらっているが、どのようi呻く会では現況をは握し、

どのように対処したかについて答弁願います。

佐々木監察部長 安全協会の書類作成問題は、御存知のように、会費として3 年間の更新までの

間 L OOO円を領収し、サービスとして安全協会で書類を書き、 そ の会員に渡しています。 し

たがって、それが即、書類作成の手数料といえるかどうか、これを分離することはなかなかむずかしい、

違法性はあるにしてもこれ以上立入ることは困難であるという見解に立ち、また、いろいろ先例も調べた

上、札幌支部に通知したとおりです。 今後とも監察案件には全神経を集中して参りたいと考えてい

ます。

阿部代議員質問 (札幌) 免許証更新業務に従事している者の行為について、監察部は具体的に

どのように現況をは握して問題解決にあたっているか。

佐々木監察部長答弁 それは、会員が坏在中であるのに、補助者が業務に従事しているのは非行

政書士行為ではないかとの問題が提起されたので、渡辺総務部長とともに実態を調べ、関係の会員に

は注意し改善を求めました。

阿部代議員質問 (札幌) 補助者のことではなく、行政書士の資格をもたない者が、行政書士の

仕事をしているので、その対応策と真剣にとりくんでほしいということです。

豊田副会長答弁 毎年行われている監察担当者会議には、札幌支部からいろいろな情報が出され

ると期待していたが、 これまでは案外少なかった。 ただいま提起された問題については、実態がよ

く分からないので、今後における監察担当者会議の場において十分検討し、解決の途を開いて行きた

いと考えているので御了承願います。

生 発 問 B一口
鈴木代議員質問 (函館)

題-
) 函館支部から提出した告発状の検討結果について質問します。

1 行政書士法違反事件を民事々件としてとらえ、結論づけをしたのではないか

2 証拠不十分の見解を示しているが、これは警察又は検察官が補充捜査することによって有罪

にもってゆけるのではないか ,

3 報告書別表 2記載各項について説明してほしい

4 退任者を非告発人としたことを不合理とする理由を知りたい

函館支部では十分検討した結果、.告発すべきであるとの結論に達したものであるから、本会では真

剣に検討してほしかった。

葛西会長答弁 まず、車庫証明対策特別委員会は、車庫証明対策を所管するために設けた本会の

機関です。 車庫証明に関する告発状の検討は学識経験のある渡辺委員に指示し、その後、特別委員

会及び常任理事会で協議した結果、告発時期を再検討するという結論に達したもので、詳細こっい

ては特別委員会の副委員長より説明させます。

渡辺委員答弁 私は、命により函館支部から提出された告発状並びに関係書類を詳細に検討し報

告書として会長に提出し、その報告書はその後に開かれた車庫証明対策特別委員会にかけ、委員会の

結論が出たので、その状況を報告いただくことにします。

伊藤車庫証明対策特別委員長答弁 告発問題が提出された段階で、委員会としては慎重に検討

し、最終的に学識経験のある渡辺委員に細部検討を担当してもらうことになったわけです。この問

題は、函館支部のみならず全国的問題に発展する可能性もあり、日行運の顧問弁護士とも相談した

結果がここにあらわれたものです。 (続いて渡辺委員の説明、鈴木代議員の反論があり、会場から

議事進行の声あり)

辰尾支部長 (釧路) 意見 車庫証明問題は非常に大事なことですが、質問の内容及び答弁は議題

外のことであるから、新執行部で検討することにして議事の進行を望みます。

坂下代議員 (十勝) 意見 この問題をよく知っているのは函館支部と本会特別痿員の方だけで、本

日の出席者は内容がよく分からないはずです。 法令の解釈を繰り返しているのでは同日もかかるの

で、今後、新執行部でやるべきことですから、議長は議事運びを考えてほしい。

葛西会長答弁 函館支部では、報告書の文言等に不満があると思いますがこの報告書が原因で告

発をとりやめにしたものではないのです。 函館支部からの書類の中で拠証できるものは拠証し、あ

らためて検討するので、もう少し時間をかしてほしいということなので御了承願います。

佐藤車庫証明対策特別委員会副委員長 函館支部から提出された膨大な告発資料は大変な御苦

労がしのばれて、私も胸を熱くして読ませてもらいました。 渡辺委員の報告書は、私見として提出

されたものであり、これを総会の場で見解を述べることはどうかと考えています。

委員会では、告発問題を慎重に協議検討した結果結論に達したわけで、その結論を申しますと｢現
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下の諸状勢から判断し、 とりあえず、本件告発は見送ることとする。 ただし、告発をするときは、

今回の函館支部の収集した資料を参考として検討するよう配慮する。 ｣ これが特別委員会の最終的

な機関決定で、現下の諸状勢力埠月断の基準になったものであり、告発状の内容の適否を考えて決定

したものではないことを御理解願います。

- 品位の保持と行政書士の地位の向上-
米倉代議員発言 (十勝) 前回の総会で行政書士の地位の向上のためには品位保持は欠かせない

内部的には、高い品位の向上を図るためにも、綱紀委員を交えて継続的に研究してはどうかと要望したと

ころ、総務部長はそのようにやってゆくと回答がありました。 しかし、本年度の事業計画にその内

容が組み込まれていないのはどういうわけか、つけ加えますが、外部対策としては対官公署との折

衝を積極的にやってもらい、内外両面から行政書士の社会的地位を向上させることが大事だと考え

ているのでよろしくお願いします。

渡辺総務部長答弁 行政書士の地位の向上の根底になるのは、まず品位の保持であるという御意

見には全く同感で本当に嬉しく思っていますが、品位保持ということは大変むずかしい問題です。

私たち行政書士は、仕事がこなければ飯の食いあげになります。 ですから仕事をやって行くには

行政書士自身が品位を保たなければならないのが当然であるのに、毎年々年、品位保持を表面に掲

げることはどういうものかという意見が出まして検討のすえ、事業計画から品位保持を除くことに

したものです。 しかし、品位保持のことは、事業計画に盛らなくても当然やらなければならない性

質のものですから新入会員に対する研修にとり入れるとか、各種資料を配布するとか、諸会合を活

用するなど積極的に品位保持を図るように考えており、決して、後退させるものではないことを御

了承願います。
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- 対話集会の意義等一
坂下代議員発言 (十勝) 対話集会の目的と意義にっいてどのような認識をもち、どのような成

果があがっているか、特に、対話集会は会員に歓迎されているか、集会の結果を会務に反映させて

いるか、数年前に対話集会に参加したが、積極的に会員の声を聞くという姿勢に欠けていて、 出席者

の一部には一方的な話し‘ばかりで何んの役にも立たないと評している者もいます。

渡辺総務部長答弁 対話集会は、昭和52年から実施されているが、その目的は、同じ行政書士が

一堂に会してお互いにザックバランに意見を述べ合い、今後の会務運営に反映させて行こうではな

いかというものです。 いいかえると対話集会は、隔意のない意見の交換の場といえます。

対話集会の成果についての例をあげますと会報の編集に関して、読みやすいようにしてほしい、

業務に直結する資料を多く登載してほしい、などの声があったので、企画部ではそれに向って改善を

検討し、十分といえないまでも会員の皆さんから喜ばれるようになってきました。また、会員の業務

経験や苦労話しなどを発表してほしい、という要望に対応しては、先輩会員に執筆を依頼して ｢行政

書士成功者の紹介｣ としてシリーズで会報に掲載しています。

次に、反省と検討の点ですが、集会の場において答えられないものは、後日、電話なり文書でお

答えするよ 効こしており、対話集会での意見は、後日各部会で検討の上会務に反映できるものは実

施に移しています。 なお、出席会員の期待に反する傾向にあるとの御指摘については、私どもの気

のつかなかった面があったと思いますので、今後は十分その点に配慮して会員の期待にそうよう努

力します。

- 車 庫 証 明 -
後平支部長発言 (札幌) 車庫証明問題にっいて提言します。

その前に、 さきほど米倉議員から質問のあった、本会の監事がどの会議に何回出席しているか、 な

どを簡単に知らせてください。

札幌支部の会員は、 昭和53年に本会の説明を受けてセンターを作り 6年になりますが、 その成果

はあがらず、 会員の期待を裏切ったことを反省しています。そこで提言しますが、 本会の今後の方

針として業部研修部会の一員に車庫証明の業部部会を入れていただく。また、 各地区のセンターは

個人が引きついで業務をやってはどうでしようか。それから、 日本行政 3月号に、 本会が自動車協

会に是正させた、 という記事が掲載されているがその内容を説明願います。

渡辺総務部長答弁 後平札幌支部長の質問にお答えします。 監事の会議出席は、支部長会 4 回の

めち 3回、 常任理事会 8回のうち 2回、 理事会4 回のうち 3回です。

古山代議員表言 (函館) 会長は、 本年の年頭あいさつの中で ｢車庫証明業務の完全実施、あるいは

行政書士の職域拡大など、いまだ、その目的を達成するに至っていないものもあるが、 本会役員はこ

の目的達成に献身的な努力を続けている。 ｣ と述べ、また、 57年度の定時総会で、札幌 ･函館 ･苫

小牧の 3人の代議員の質問に対しては、 ｢自販連本部との話し合いはすでに終った。 私どもは、 ど

うしたら車庫証明業務をわれわれのものにできるか、という点にしぼってきた。｣と答えています。 ま

た、 伊藤車庫証明対策特別委員長は、 昭和57年度の重点対策に基づいて強力に推進して行くと云っ

ています。 しかるに、 昭和58年度の車庫証明関係予算を縞少したのは、会員意思を無視したものと思

うが、 誠意ある答弁を求めます。

大淵代議員発言 (小樽) 車庫証明だけがわれわれ行政書士の仕事綸まない、といっている先生もい

るが、 これはとらえ方が違っているのではないかと思います。 なぜならば、 車庫証明問題は国会に

おいてわれわれの業務であると明確にしていただき、 かつ、 関係省庁の御協力により自販連と日行

運との間で覚書が交わされたのです。それ以来、わが会では｢少しでも業務がわれわれの方にくる、
だからセンターを作ってやれくれ｣ということで資金を出し合って、 この仕事にとりくんできたが、
仕事がこないため 1年余りで意気消沈しやる気をなくしたのですまた車庫証明の報酬額を安くすれば
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仕事がくるという観測で、 札幌は、 当初 2,500円で始め、 現在は 4,000円ぐらいのようだが、影響

を与えています。 (販売店と行政書士の報酬、 各センターにおける報酬額の差異を説明) 正当報酬

額を勘案して報酬額の統一をはかり、 会員にとっても魅力あるものにしなけ栩袈、業務誘致は困難で

す。 これまでの 6年間の貴重な経験を生かして、誘致活動を展開してほしい。

業務誘致対策は中央段階においてやる、 本会はその活動方針等に随行するとのことですが、 積極

的に由壷;証明は、行政書士の仕事であるという認識をもって、 強い意思と覚悟でやってほしい。 特別

委員会を解散するようなことをすれま、今後の活動に支障があると思います。

本田代議員発言 (苫小牧) 車庫証明の業務誘致については、 これまで会長はじめ役員の方々が御

努力を重ねてきたことを私ども会員は感謝しています。

これまでの活動に実りがなかったのは、 政治権力者の一部と自動車販売業者との係わり合い力深め>

かったため、 法をゆがめて行政書士本来の業務である車庫証明の業務誘致ができなかったのではな

いかと疑心を持っています。

われわれ行政書士は、 何んとしても車庫証明業務をわれわれの仕事としてやりたいし、 会員1400

余名の生活がかかっている業務です。 これからは、 今までの活動をさらに強め、 この度道民党とし

公平、 平等の公約をした横路知事に要望して活路を見出してほしい。

佐藤車庫証明対策特別委員会副委員長答弁 車庫証明問題についての去る 3月の支部長会にお

ける意見では、 この問題の解決は、中央段階でやることが最も効果的であり、 単会のみでやることは

無理であるので、長い時間をかけてやらないと解決するものではないとの意見もあり、 これまで単独

でやっていた特別委員会の仕事を、業務研修部に吸収してやるということにしたのです。 しかし、 委

員会を全くなくするということではなく、存続させる考えでいます。 したがって、 予算面においては、

委員会の予算が減少する結果になったものであることを御了承願います。その他の点については、

会長から答弁があります。

葛西会長答弁 函館支部からの御質問は、 ただいま佐藤副委員長の方から執行部の中に吸収して

やってゆくと説明のあったとおりです。 今後は、 執行部の中に対策委員会を設けて処理してゆきた

いと考えています。 センターを個人方式にしてはという御意見についてですが、 これは過去のいろ

いろな事情もあり、 わが会はセンター方式を採用するという方針を定め、それをもとに現在に至っ

ているわけですが、 いろいろと御意見もでておりますので、 今後、 新執行部において検討し、セン

ター方式、 あるいは個人方式のいずれにするか決めてもらおうと考えています。

自動車協会が、車庫証明の街頭放送をしているとの通報を受けましたので、監察担当の副会長と部長

が現地に出向いて話し合いをし、 この問題は解決しています。 小樽の大淵代議員の御要望の趣旨は

十分了解しました。

苫小牧、 本田代議員の新知事に対する要望のことについては、 積極的にやっていただくように新

執行部に申し送りたいと考えています。 なお、 中央における日行運と自販連本部との関係は、 いっ

感

◆

でもテーブルに付けるようになっているが、 日行運としては対自販連との話し合いと同時に政治的

解決を図ることが最もよいのではないか、という考え方を持っています。 したがって、 本会としては

日行運の方を側面的に協力してゆこうとの考え方をもっています。

伊藤車庫証明対策特別委員長 昭和52年以来、 特別委員会において車庫証明業務に全力を注い

てきたが、 その目的を達成できなかったことを深くお誰ぴします。

今後は、 新執行部において 1日でも早く本問題の解決に努力していただくようにお願いし、 私ど

もの任期も今日で終ることになるので、 この席をかりてこれまでの御協力に謝意を表します。

古山代議員質問 (函館)車庫証明対策特別委員会の発展的解消は、特別委員会の決定によるもの
か、また、 支部長会、 理事会が決定したものか。 これからの交渉は中央段階でやるとのことである

が、 日行連の責任者である葛西会長の考え方を聞きたい。 また特別委員会を解散して業部研修部に

移すことになると、 これまでの委員はどうするのか、 その点についてもお聞きしたい。

河合支部長関連質問 (苫小牧) さきほどの会長の答弁の中で自販連本部とは、 いつでもテーフ

ルにつけるといっているが、その話は、 昨年lo月頃から耳にしている。 テーブルにつけるのに、どうし

て話し合わないのか、 その事情を説明してほしい。

葛西会長答弁 まず、 古山代議員の質問にお答えします。 委員会はまだ解散してはおりません。

委員の任期は、 本会の役員の任期と同じであり、 今日任期が切れると御理解願います。 また、 これ

まで車庫証明関係の予算は、 120万円程度であったが支部長会の要望や御意見もあって、 今後は小

人数でやろうということで予算を削減したのです。 特別委員会は解散せず、 いつでも活動できるよ

うに残す方針なので御了解願います。

次は、 苫小牧支部長の御質問ですが、 なぜ自販連とテーブルにつかないのか、ということですが、

これまで何回か話し合いをしており、 昨年の暮れに、 自販連本部の法規部長が変った時点で会合を

持ち、 そのときの話しでは、当然行政書士会の話も聞いているので、 今後は、 自販連の下部組織に

対して強力な指導をしてゆくからもう少し時間を貸してほしい、 ユーザー及びディーラーとの関係

と、行政書士に対する車庫証明業務の依頼については、積極的に話し合いをするように指導する旨の説

明がありました。 わたくしは、 これまでの話し合いの記録があるので新執行部において継続的な活

動を推進してゆくよう、申し送りをしたいと考えています。

- 監察活動用印刷物-
京谷代議員発言 (小樽) 昨年の総会において、高価で少ない看板を作るよりも、 安くて多くのポス

ターを増やし、 会員の事務所、 市町村等に掲示してはどうかと提案したのに対し、 前向きの答弁が

ありました。 本年度の予算には、ポスターの印刷費を計上していないが、 その理由をお聞きしたい。

佐々木監察部長 ポスター、 チラシ等の印刷は、企画部において作成したものを監察活動用に使う

という考え方で、 本年度は一括して企画部予算の中に計上しているので、 御了承願います。
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一予 算 科 目 -
京谷代議員発言 (小樽) 予算の見出しは、 款項目で表示されているが、 目は 2段階しかないので

合致していない。 節の科目を整理して目を設けてはどうか、また、 予算科目を変更したものについ

ては、 古い科目に○印をして残し、 新しい科目と併記する方法が正しいと思います。

日向寺副会長答弁 ただいまの御質問はあなたの御意見のとおりもっともです。本会の予算様式

の方は、款項目となっているわけですが、中味の予算科目は款と項だけで目のない予算になってい

ます。 次に科目の変更については、 お説のとおりでございますが、 新しい科目には、変更前の科目

に計上していた数字を入れて見やすいように作成しているので、省略している面もありますが、こ

の予算で御了承願います。

(別記1 ) 磁極鬘露返事三雲章三割
収 入 昭和57年度一般会計収支決算

歌 項 目 節 当初予算鎖 現 覊 定 顔 収入済頸 不納欠損 収入未済頭 対する増援 説 明
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円
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. ･
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日行進幽霊会交付金 350.000円B行達延会出席助成 307.…円
撻 会 祝 儀 鋤,切0円
預 金 利 子 別,鐙6円
団言斡旋手裁料 鱒、510円共済年金手数日 43,736円あてな印刷使用料 鼠om円
支払命令手続自用 16,団0円
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歌 項 目 節 当初予算鎖 予算現額 覊 定 顔 収入済競 不納欠損額

』 支 出

敦 項 目 節 竺"" 昇鰻 流 充 用 頚 予算現頸 支出済頓 対する増鵺 説 明

執 縛 残響理 費 68,880,000 0 68,880,000 84,497,233 △4,182計87

m 会 議 費 会 議 費 11.526.000
0負 担金
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理 事 会 ],872 920円
常 任理事 会 ],161,910円
役員 ･支部長合同 747J OO円
支 部 長 会 17臨 910円
総 務 部 t会 280,400円
経 理 部 会 断,240円
正･副会長会議 即,170円
蜷 会 議 507,6卸円
官公署連絡会懸賞 31与捌円
カセットテープ 箱 120円

物 支部交付金 支部交付金 17,4鈎,000 0 l7,437,000 17.437.0010 0 支部運営一般交付金 17,繁雑,餌0円

隠- 負 担 金 連合会会費 9,927,0010 0会議費から 24 600 9,951,600 9.鵠1,600 0
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会員1人月600円x 1,415名
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監 査 費 307,260円
立 会 旅 費 Rq知n円
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0総務費

巨利厚生費へ
△ 黛429
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数 項 目 師 当初予算額 滋 充 用 頸 予算現額 支出済頼 予餌現顔に
対する増嚴 説 明

福利厚生簑 1,0(嵐000

0総 務費
給料手当から G 429
諸支出金から

50,210

1,OG丸639 1,篤胤639 0
法定福利厚生實 991,鱒円
職員レクリェーショZ 負 0鱒円
救急棗品 代 G 700円
社会保険協会貫 a劫0円

弔慰見舞金 4m rm o 0 400,oob 第7,… △ 113,M O
香 典 16Q …円
供 物 代 れ 000円
病 気 見 舞 10Q鱒O円

諸支出金 a 5館,000
0窒麟費

福利厚生費へ
△ 6G 210

& 4翼 790 2 79料6館 △ 6鼠 181

特別会計綵出 1,44uq 桝円
高錆整理対策費 銭館0円
滞納整理対簑支部協力交付金 51.000円
対話集会開饉経費 4幻.440円
行政書士叙勲視質会 2臨 0顫円
地方鰯瓢会諸費 1斑 519円
冷房器具取付工事費 38a 620円
総会議事録作成費 4Q OOO円
法人道民税 ス0鱒円
そ の 他 A o加円

剛 需 用 費 a 575rm o 0 & 575.… れ414篤O △i,160,950
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消耗品費 脇G OOO 0 閃筑㈱ 672 677△ 16a 323
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タイ プ用品 9,480円
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事務用消耗品 卸,饅円
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0需用費
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会費･会館建設資金払込自 沈a 640円
共同管 理費 鋭加円
茶 代 鉈 蜘 円
新 聞 代 31,aP円
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事務機修理代 鸚鯏円
そ の 他 鱒鰤円
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日行連出会 1,077,320円
全国会長会議 1鸚第0円
支 部 行 事 15簇620円
決 裁 旅 寶 164 7錠円
全通監察担当者会議 塊⑪0円
官公署団体連絡会議 “蟻2加円
役員行動旅費 282 560円

鰯 渉 外 賣 交 際 費 65q凹O 0 戦戦 456r779△ !無 221

支部行事等祝儀 1鮭 m o円
各士業団体関係 鱒劔円
銭 別 鍵劔円
香 典 1飢伽円
来 客 接 待 “," 9円
日行連鼠鏡会負担金 4a o飼円
その他会長交際費 97,…円

F

款 項 目 崗 当初ナ弁な 流 充 用 顔 予算現額 支出済額 T…′対する増滅 説 明

2- 企 画 費 ‘,鈎0,000 0 4,300,00 4,135辺約 △ l84,960

m 企画計画費 端⑧ △ =9,190 526 81 5鸚館 △ 1,740

部 会 芻 4lo活 動 費 471,000
印刷員へ △ l2 000

0啓発指導費
活動賞へ △ 119,190

339,810 絮灼,81 0
部 会 28a 4lo円
部 活 動 費 67,4鱒円

図 官 員 1鱒 0の 0 】60,鱒O 騎銭笏0 △ 1,7鱒
客種迫舞 鱒夘円
そ の 他

1洗髪2b円
L Bm 円

印 閼 費 j5.000
0企面計画費

活動費から ia ooo 27.鱒0 27,0薊 0 アンケート用はがき 1も00℃円
ミニカレンダー見本 蛇000円

‘“ 会報発行質 a 8I4 0M △ 42 140 2 771.860 2 608 640△ 16a 2幻

糯累 活動 費 348 810鰐 渠 費 30G OOO
印刷費から 6a 6卸 374 680 374 6卸 0 投 稿 謝 礼 筏 470円

そ の 他 4切円

印 刷 費 1,芻Q OOO
舞楽費へ △ 臘 680 1,191,320 L I笂 5印 △ 3& 760

会 報 578 猟円
撻会特集登 臨桝円

3銭660円

通 信 目 1,2閃.000 活動費へ △ 4a 1釦 L 157,860 1.06臥4凹 △ 92 460 会 報 送 料 】,髄五4鱒円

賞 金 48 0脚 0 亀 000 14 m o △ 3亀000 臨時職員賃金 風…円

‘釧 啓発指導費 活 動 費 割‘㈱
活動費から n 9,190

0会甥発行買
編集費から 42 140

1,001,3釦 1.〇01.ば鉤 0
新 聞 広 告

"㈹前 円

票醇案内しおり印胱
270,000円

ポスター印刷
107′000円

そ の 他 極端鵠
3. 嚢緘研修費 5,l00,閲D 3,O45 5,103,046 6,10糺046 0

l1) 期九M .フ^【

(“ 専門部会貸

3,33q切O △721.415 2 60負585 2 6[糺5田 0

活 動 費

印 刷 費

図 書 費

･a 240,000

7Q OOO

2Q の0

l･770･000

国書費へ △ 3q 545
0艀円部会費

活動費へ △ 154 660
印剴費へ △380,搬
廼信費へ △153,200

0専門部会費
印刷費へ △ 3a 720

0研究研修会費
活動費から 30.545

724 460

2 5劉,760

37.芻0

50,545

2 4乳 460

Z 620.760

37,芻0

就 545

2 49亀460

0

0

0

0

支部研修会助成 】,“&卸0円
講師派遣旅費 32 600円
新人会員研修会 22生酬円
建設案会計研修会 凶& 450円
支部業跳指導者研修会 347,700円そ の 他 ?,120円

新入会員研修 内聴 帥
建設揉会計研修金案内他

jo,500円
筏御円

建設案会計研鋳資科 m5q ooo円
そ の 僅 545円

透 動 費 1.330,000
0研究研修会費

活動費から ls礼鋏め 1,484 660 1,隻協6鋤 0

部 会 7錺.O70円専 門 部 会 笏,920円中 央 研 修 2礼 880円
全国担当者会議 118 600円
業務費料検討 狂 ㈱円
そ の 他 81J 90円

印 刷 費 笈め,0の

0研究研修会費
活動責から 380.835
印刷費から 親 720

0予備費から a 845

691G 400 69G 400 0

人名に用いる漢字 24 剣 円
相 続 法 32q ooo円
高法改正の要点 62 400円
図 書 案 内 戦の0円
ポ ス タ ー 20Q 薊円

送 信 買 150.000
0研究研修会費

活動費から I臨 200 蝋勾0 303 2鱒 0 各種第務資料送料 3鮭加円

図 書 費 10･000 o f幅費から 200 I0.200 ぬ 200 0 図 書騙入賞 10.200円

れ 監 察 部 費 -,448,0脚 0 ',448,0脚 1逐65,9{'“ 62J OO

出 藍 獲 部 費 活 動 費 1,44a ooo 0 1.4gB○0〇 ],報 酬 観 100

部 会 】鯨 010円
全道監察担当者会蜑 59銭100円
全国担当者会議 4五期円
者 板 334,薊円
要請 書印闘 12 0皿円

登 録 資 格
‐ 葺蚕委員会費 390,000 0 390,000 335,000 55,000

21鼠490円

鯛 撻逐一‐れ整 委員会費 ?“ nm 0 390,000 3総帥Oとさ にくnnn 委員会田地点 335坊◇P

明

鯛 著--…△謹 委員会費 ?“.nm o 390,000 3総帥0△ K .nm 委員会田地点 鋭持,坊◇角



款 項 目 師 当初予算額 流 充 用 額 予算現領 支出済頭 対する増減 説 明

6. 綱紀委員会費 710･000 0 710･000 207,05O △ 602,950

m 續記委員会費 活 動 費 710･000 0 710･000 207.鵬O△ 5叱 950 委員会開催費 1嬢 300円
陶 査 諸 費 縦 750円

7. 特別委員会見 1,900,凹O 0 既知0,000 も815,630 △ 8も470

m裏責鑿費活 動 費 1,90q凹o 1,卸しQ OOO 1,81も530△ 84 470

委員会開催費 777,370円
誘致活動助成 鍋黛9の円
特別対策助成 60,伽円
対策活動諸費 412 340円
ユ-ザー対策はがき･ちらし l50,伽 円
陳情書印別 服 酬円
文 背.発 送 6,880円
そ の 他 2L鮨0円

8. 積 立 金 850,000 0 850,000 850,00O 0

m 積 立 金 積 立 金 850、000 0 85Q OOO 篏ぬ000 0 退 臓積立 金 弱Q m o円

9, 予 撞 R 600,000 △ 3,045 596,955 0△ 596,955

田 子 錆 費 子 櫨 賣 60〇‐はめ

0糞搦研簿寶
窺円部会費
印剴費へ△ 2 845
図書費へ△ 劉O

596 955 0△ 5鰤.965
･

合 計 83,野城000 0 83,978,000 78,306,798 △5,669,202

師 当初予算額 流 充 用 額 予算現領 支出済頭 翌･{… 説 明

収 人 支 出 差 引 残 額 5,046,557円

翌 年 度 へ 握 越 5,046,567円

昭和57年度特別会計収支決算収 入

料 目

3 前年度程越金

4 雑 収 入

合 計

支 出

科 目 当初予算額 流 充 用 涜 予算現顫 支出済顔 対する増妓 齪

1. 仕 入 費 977,000 印制工科から 86,444 1,063,4‘4 1,0煕 4鮎
月
0 経理の基礎的知識他16品目購入費 1,鋭綣,4M 円

a 印 刷 工 料 1.77銭○○O 仕入賞へ △ 筑‘44 1,錠鞘,6琉 1.3h& 650 △ 310.弱6 瑶章他6品目印刷製造費 1,37銭650円

は 人 件 費 a白眼000 0 a 63& 節0 2 6朧 500 △ 31,5卸
給 料 1,7[蟻節0円 燃料手当 7& 156円
朝来手当 5邱 0脚円 法定樗刺厚生費
魔勘手当 68 940円 187,銀円

4 発 送 費 70･000 0 70‐○00 熟知 △ 1巍川○ 発 送 貫 は 靴円 発送資材他 43,m o円

5. 滓 買 30,00O 0 親 000 10.790 △ la 210 咎旋物資価格去 負⑨円 用紙運搬費他 4 7知円

G 予 価 賞 300,000 0 300,0飼 0 △ 30Q OOO

合 計 6,79L OOO 0 5,79f,鱒O 6話=途74 △ 676,626

収入支出差引残額 108,481円

翌 年 度 へ 繰 越 108,481円

-- -

-

財 産 目 録

目 目 当初予算額 予算現鎖 調 定 輳 収入滴麟 収入城 頴 弱粥輻 襞 舅

1‐ 物品鎚布収入 4 021･凹0 4･o21‐o節 34 8a 715 3.巍 3施 れ 4oo △ 鶉6ば 騨鬮度袖
収炎 M 2儀5円

39.770円

a 一般会計鰻入金 l,4鱒 ooo l逐40,… 1,440.000 14ぬ… 0 0 一艘会計繰入金 L 4俄閲0円

3 前年度程越金 270,節0 幻0,0閲 270.1垢 27q l96 0 j% 前年度繰越金 270,196円

4 経 収 入 鱒 000 ⑪oo 狙郎4 艦344 2如 △ 11‐鮪6 癪金中澤 等る需 過年度収入 。円

合 計 5! 91,O卸 5,円1,0O0 6,247,495 5,222淨55 24,840 △ 6稍,I45

昭和57年度末現在

区 - 分 金 額 摘 - 要

資

産

の

部

1. 現 金 A 39,357円

A 十 B = 9,375,09 1 円

一般会計剰余金 5,046,557 円

特別会計剰余金 108,48 l円
預 り 金 4, 220,053 円

計 9, 375,09 1 円

財政調整積立金 11,515,533 円

職員退職積立金 3,5 l4,785 円

計 15,030,318 円

2. 預 金

m 積 立 金 以 外 の 分

銀 行 普 通 預 金

銀 行 当 座 預 金

郵 便 振 替 貯 金

中期国債ファンド

小 計
乾) 積 立 金 分

中期国債ファンド

郵 便 定 額 貯 金

銀 行 定 期 預 金

銀 行 普 通 預 金

小 計
預 金 計

5,818,627

164,144

1,336,080

2,016,883

B 9,335,734

3,7 11,051

2,834,000

7,592,83 1

892,436

15,030,3 18

24,366,052

3. 未 収 金

(1) 57 年 度 分 会 費 分

(2) 56年度以前分 “

小 計

圏 斡旋物資代金(含送料)
(全部57年度分)

未 収 金 計 ←

3,219,480

8即,300

4,第9,780

24 640

4,064,420

一般会計分

特別会計分

4. 敷 金 l,420,000 札幌市中央区北 1条西7丁目タキモトビ川洲に差入れ

5, 斡 旋 物 資 棚 卸 品 1, !17,352 特別会計分
6. 什 器 備 品 2,368,730 原価償却後の残存価格
7. 電 話 加 入 権 44, l91

資 産 合 計 33,420, 102

負

債

の

部

1. 未 払 金 0

2. 預 り 金

社 会 保 険 掛 金
雇 用 保 険 掛 金
源 泉 所 得 税

住 民 税

会館建設資金借入金
58 年 度 分 会 費

入会金(実年金
度茅 )

斡旋物資代金預り金

計

83,625

28,541

164, 104

249,400

1,845,000

1,406,840

324,000

118,543

4,220,053

3. そ の 他 負 債 0

負 債 合 計 4,220,053

- 4 7 一



積 立 金 の 状 況

目昭和57年 4月 1日 至昭和58年 3月31日

区 分 財政調整積立金 退職積立金 計 摘 要

期 首 積 立 金 l2,48 1,49 8
円

2,5 2 1,909
円

15,o o3,4 0 7
円

57

年
度
中

積 立 額 0 850,00O 850,000

取くずし額 △ 2 ,000,000 0 △ 2,0 00,000 一般会計繰入金

預金 利息 l, 034 ,03 5 142,876 1,176 ,9 11
･

期 末 積 立 金 = ,5 15,53 3 3,5 14 ,785 15,0 30,3 l8

(別記 2 )

::I離吊T:-舵、.rr語 ilm l:

昭和58年 5月22日

酔 事 細 木

監 事 中 野

監 事 橋 本

本会会則第75条第 2 項の規定によ

を以下のとおり報告します。

は じ め に の

毎年度の定時総会においては、その年度の事 でな

業計画案とともに基本方針が提案されます。 本

総会では、 事業計画だけが審議され、 ｢基本 める

方針｣ そのものが討論の対象とされたことがな の規程、

いこともあって、 一部に議決外の事項と思いこ を第一と

んだり、 あるいは ｢基本方針｣ が事業計画とと までもあ

もに議決されても、 その遵守の義務と責任は、 行政白

理事機関のみが負うものであって、その他の機 士会の記録お

関、 すなわち支部長会や支部機関あるいは総会 権を規定して

構成員である支部長や代議員はその範囲外であ 監事による

る、 とする向きもあります。 を会員に代わ

言うまでもなく、 総会は本会の最高の機関で

あって、その決定は会則と同じように、本会の

すべての機関および全会員を拘束し、その遵守 干の所

と実践を強制するものです。

57年度の基本方針は、 前年に引き続き次の 3

項目とされました。

◇ 行政書士の地位の向上

◇ 会員の和と団結

◇ 健全財政の保持

事業計画や予算の執行はもちろん、 理事会や

支部長会などの本会の機関をはじめ、支部機関

l 本会財政の現状と将来

昭和57年度一般会計の決算は、収入におい

て 83,355 千円、 58年度への繰越金 5, 046千

円、別に財政調整積立金 1l,5l5 千円を有し

ているので、 57年度末では財政規模の約20%

相当の余裕があり、 現状では基本方針の ｢健

全財政の保持｣ が一応守られたことになりま

貞 次

幸 一

幸 松

り、 昭和57年度の監査の結果

の運営も含めて、 すべてが基本方針にそうもの

でなければならないことは当然です。

本会の監査は、 会則および会則施行規程の定

めるところに従い、 関係法令、 会則並びに関係

の規程、 総会および各機関の決定の遵守と実践

を第一として、 厳正に執行していることは言う

までもありません。

行政書士法施行規則第15条第 2項は、 行政書

士会の記録および帳簿について会員の閲覧請求

権を規定しています。

監事による監査の執行は、 会員の閲覧請求権

を会員に代わって行使する、 という意味もある

ことを申しあげておきます。

昭和57年度の監査の結果について、 以下に若

干の所見を申しあげます。

- “β -
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しかし、今後の本会収入財源については、
会員数増加の鈍化、道補助金の見通しなど不

安定要素がないわけではありません。

ちなみに、 57年度中の財政調整積立金の移

動状況を見ると、年度中の積み増しはゼロで

あり、 一方取り崩しについては一般会計への

繰り入れ予算額 5,244 千円のところ、 実際の

取り崩しは 2,000千円にとどまったとは言い

ながら、 58年度予算原案によれば積み増しの

計画はゼロで、逆に積立金の約50 % に相当す

る 5,715千円の取り崩しが予定されておりま

す。

このことは、 本会の財政事情が好ましくな

い方向に動いていることを示すものであり、

この傾向が続くとすれば、 59年度には財政調

整積立金が皆無となる可能性も予測されます。

従って、 今後も引き続き健全財政を持続さ

せるためには、理事機関はもちろんのこと、
本会のすべての機関が重大決意をもって真剣

に取り組む必要があります。

なお、 今回から新たに積立金の期中移動状

況を示す表を決算書に添付することを助言し

たところ、 ｢積立金の状況｣ としてただちに

実行されたこと、また、手元流動性資金の有

利な運用対策として短期資金の運用に最適の

｢中期国債ファンド｣ の預託利用を助言した

ところ、即時実行されていることを報告して

おきます。

リ
ム 支部交付金と支部財政

57年度における支部運営一般交付金の総額

は、 17,437千円 (最高は札幌支部の 4,826 千

円、 最低は日高支部の 393千円) で、 会費収

入に占める割合は 25.6% に相当します。 この

支部交付金の額は、 l4支部の収入予算合計の

約66 % を占め、 時系列的に支部財政に占める

交付金の割合を見ると、 55年度約55 %、 66年

度約59 %、 57年度約66 % と漸増傾向で推移し

ていることがわかります。

一 5 0 一

一方、 支部財政における年度末繰越金は、

55年度末 6,988 千円 使部収入の 25,5 % )、

56年度末 4,432 千円 (同13.概紛 であります。

このうち、年度末繰越金の最も多い支部は

55年度末では函館支部の43,83 % 岐部収入

に対する割合)、 56年度末では小榑支部の

28 .27 % となっています。

なお、 14支部のうち、 財政調整積立金を

保有している支部は、 旭川、 函館、 小樽、
釧路の 4支部があり、 そのほか電話加入権

(札幌、函館、旭川)、 事務所の借り上げ

敷金、 電子コピーと言われる高性能普通紙

複写機 (いずれも札幌)、 国債等を保有し

ている支部もあります。

また、相当数の支部が独自に ｢慶弔翔凰

｢旅費規程｣ 等を制定し、 その定額はいず

れも本会のそれを上回るものとなっていま

す。

釧路支部は、生命保険会社を受託機関と

して昭和54年10月 ｢福祉年金｣ 制度を創設

し、 この制度から生ずる配当金を原資とし

て ｢共済基金｣ と称する独自の共済事業が

あります。 事務費のみを一般会計で支弁し

ているようですが、異色ある支部活動とし

て注目と関心をよせる必要があるかと思い

ます。

支部活動を保障する自主財源のひとつと

して支部会費を徴収している支部は56年度

では 6支部、 57年度は 5支部となりました

(釧路 7,200円、 宗谷 3,000円、 函館 2,400

円、 空知 2,040円、 旭川 1,200円、いずれも

年額)。

全体として支部の財政事情は数年前とは

比較にならないほど余裕のあるものと言う

ことができると思います。 支部会費の徴収

を67年度では凍結した支部もありますが、

その理由は財政に余裕ができたので徴収し

なくても支部の運営ができる、と言うこと

でしたの

さて、 この際特に指摘をしておきますが

◆

支部運営一般交付金の算定要素には、定時総

会開催も重要な要件のひとつとなっているこ

とは支部長各位は当然のこととして理解され

ているはずですが、 数年にわたって ｢定時総

会が定時に開催｣ されない例があります。
また、 支部収支決算報告書の信ぴょう性が

疑われるようなものとして、 本会から交付の

交付金、 助成金の決算額が符合しない、 事情

説明ができないなどの例があったことは極め

て遺憾であり、 当該支部機関はもとより、 支

部長会においても重要課題として特段の関心

をもたれるよう要望します。

以上が支部交付金等および支部財政事情の

推移の概要であります。

5 予算執行および出納関係

本年 5月 4 日、本会会則第75条第 1項に基

づき、 昭和57年度一般会計並びに同特別会計

収支決算について監査を執行しました。

提出された収入支出決算書、 財政目録、 関

係諸帳簿および証拠書類の全部にわたって詳

細かつ厳正にこれを監査したところ、 おおむ

ね適正に執行されているものと認めました。

全般的な本会の財政事情については、別項

で既に申しあげたとおりですが、 本項では会

費の収納状況について若干申しあげておきま

す。

言うまでもなく会費は本会の唯一の自主財

源であり、 かつ、本会財政の根幹をなすもの

であります。

現行の支部運営一般交付金は、 支部別交付

額を一般会計収支予算議決と同時に確定し、

その交付時期は年度当初にほぼ3分の 1相当

額を概算交付したのち、 l1月ないし12月上旬

までには全額の交付を完了しているのが慣行

とされています。

こういうやり方は、 支部活動を財政的に保

障するという原則に基づくものであります。

交付金の算定方法については、 特に多人数

支部の支部長およびそれらの一部会員から若

干の異論もあるようですが、 もともと ｢支部

交付金｣ 制度には、歴史的な経過があり、 数

年前から見ると現行の方法は画期的なもので

あり、 かつ、 一定の合理性のあるものと言う

ことができます。

会費収納率の消長に左右されることなく支

部運営一般交付金を交付することにより、 会

費収納率の低下は直ちに本会の事業執行に影

響するばかりではなく、 公共性の高い本会の

機能を低下させる直接原因となるものです。
57年度における現年度分会費収納率は953

% で、 ほぼ前年度程度であります。

また、 滞納繰越分については80% の収納率

を示しました。

これらは、 理事機関をはじめ、 支部長会、
各支部機関の努力の成果であり、 また、 会員

意識の向上のあらわれであるものと思います。

また、 このように高率の収納率を維持する

ため、 事務局職員各位の格別の努力がそれを

ささえていることも、 この際特につけ加えて

おきますe

次に、 長期滞納者等の対応策については、
支部長会の協力を得て、 不納欠損処分基準な

どが制度化される方向にあるようですが、 滞

納者個々人に対する事情調査と、 欠損処分に

ついては、 なお一層の努力を期待します。

4 会 務 執 行 関 係

財政関係を除く会務の執行状況について、

その概要を以下に報告します。

(1) 各機関の権能、職務内容について

昨年度の監査報告書でも申しあげていま

すが、 本年もまた全く同じことを申しあげ

なければならないことを遺憾に思います。

本会各機関の権能、 議決事項、 職務内容

等は、 本会会則、会則施行規程にそれぞれ

規定されているところですが、 一部に誤解

ないしは適用を誤っているのではないか、

と思われる部分があります。

各機関は、 関係の法令、会則並びに規程
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はもちろん、先例、 通達、機関の決定等の

理解と習熟に努め、‘それぞれの執行に誤り

のないよう要望します。

なお、この報告書の中で、 しばしば ｢本

会の機関｣ と言う用語が使われていますが

｢本会の機関｣ とは、 総会、 理事会、常任

理事会、 支部長会、綱紀委員会、 行政書士

登録資格審査委員会だけではなく、 会長、

副会長、理事、 監事、 支部長など構成員の

すべてを含むものであることを特に申しあ

げておきます。

鰯 会議 (機関) の運営と議決 (決定) 事項

の確認について

本項も前年同様のことを申しあげますが

報告事項の承認手続の不備あるいはある種

の発言に対して積極的な反対発言や賛成意

見がないまま ｢黙示の効力｣ 的に ｢議決｣

がなされたり、 会議の主宰者あるいは議長

または司会者の発言が、 賛否の討論を経な

いでそのまま ｢議決｣ とされている事例が

あります。

録音テープを再生してもなお議決の内容

が判然としないもの、 あるいは適切を欠く

発言に対して議長が会議の執行権を発動し

ない事例もあります。

会議 (機関) の主宰者、 執行者はもちろ

ん、 構成員各自は議決の内容を確認するこ

と、 議事録など記録の署名者はそれらの内

容を確認して署名押印することを特に要望

します。

(3) ｢品位保持｣ に関連して

本会会報第135号 (58.34 5付発行)で、

会費納入についての経理部のお願い (14ペ

ージ) の中で、払込人の住所、 氏名欄に ｢

○○会計事務所｣、 ｢○○測量｣ などと書

いていることについて “お願い" をしてお

ります。

年計報告やその他の公式文書にも ｢司法

書士○○事務所｣ とか ｢○○労務センター

｣ などと記載している会員がいます。

行政書士は、 文書作成を含めて事務の専

門家であり、 特に事務所の表示は行政書士

法施行規則第 i条に規定されていることで

もあり、 行政書士の名称とともに、 品位を

疑われるような事務所の表示は厳に戒める

こと、 支部機関もまた会員の指導に注意を

されるよう要望します。

なお、先般施行の統一地方選挙の際、 候

補者の職業が ｢代書業｣ とされていた本会

会員がおりました。

候補者の職業名は選挙管理委員会や報道

機関が勝手にきめるものではなく、 本人の

届出によって表示しているものであり、 こ

の際特に指摘をして注意を喚起しておきま

す。

{4) 行政事務手続無料相談について

行政事務手続無料相談は、本会の事業と

されていますが、 その実施はもっぱら支部

の自主性にゆだねられ、 本会は実施報告に

基づいて一定額の助成金を交付しているも

のであります。

57年度では、 函館、十勝、 釧路のほか、

はじめて室蘭支部が実施しました。

注目されるのは、釧路支部が同時に3市

町で実施したこと (年度開始前の予算編成

時までに計画をたて、 本会に報告して予算

要求をしているとなおよかった)。

第 1回目の室蘭支部は周到な計画と準備

さらに独自の結果報告書は、相談案件別に

対応と処理経過が明らかにされて当日の模

様が具体的に報告されています。

支部長はじめ活動家各位の創意性が有効

に発揮されたものとして高く評価するもの

です。

また、 宗谷支部は少人数支部とは言いな

がら常に特色のある活動をしておりますが

57年度の無料相談活動においても、 相談員

等. ◎

に支部役員のほか地元行政当局の協力を得

て担当職員の派遣を求めたり、 地元ローカ

ル新聞の特別の協力を得るなど、日常的な

啓発活動の成果として評価されます。

これらの支部は、 いずれも最低の経費で

最高の効果をあげるため、 支部長はじめ支

部機関あげての創意性が随所に見られて深

く敬意を表するものです。

このような経験が全道全機関に紹介され

本会全体の教訓となるよう要望します6

{5) 研修、 研究事業について

研修、 研究事業は行政書士法第15条第 2

項の目的を達成するための重要な事業であ

り、さらに道費補助対象事業とされており

ます。

57年度における支部主催の研修会等にお

いて、従来とやや変化が見られました。

行政書士の業務にもっとも必要な｢民法｣

をとりあげた支部が、 札幌、小樽、 空知の

3支部があり、 そのほかにもことしは準備

の年として来年度実施を予定している支部

もあります。

講師も弁護士を迎えるなど (札幌と空知

は相協力して同じ講師を迎える)、 計画の

上でも実行の面でも系統的かつ具体的であ

り、かつ、 科目のとりあげ方が形式的であ

ったり、 やや疑問がもたれたりの傾向が見

られなくなったことは、 支部機関の研修に

ついての考え方が ｢基本的学習｣ の方向に

あるものとして評価することができます。

そのほかにも、 部外講師に従来のとおり

行政当局からのほか、 前記のように弁護士、

公証人、 司法書士、専門学校講師など多彩

になってきたことは、 特徴的なものとして

注目する必要があります。

次に、 新人会員研修会の科目について若

干ふれておきます。

57年度中の支部長会の席上、 一部の支部

長から、 ｢新人会員研修会の際、 専門科目

(たとえば ｢建設業｣ など) をやってもわ

からないのではないか｣ という内容の非公

式発言がありました。 この発言は傾聴に価

します。

それは ｢アンケート｣ の回答を検討する

とき、 行政書士としての基礎的な教養講座

的研修が必要であるとの結論に到ります。
各機関の英知を集めて、 研修要領を検討

されるよう要望します。

なお、 札幌支部は57年 5月、 本会監事を

講師として ｢支部役員研修会｣ を実施しま

した。 出席率は3割少々でしたが、 それな

りの成果があったようです。 この研修につ

いては札幌支部は本会に対して助成金を申

請していませんが、 自腹でやる異色の自主

研修も関心を払う必要があるようです。

(印 関係法令の制定等の周知方法について

業務に関係する法令等の制定あるいは改

正等については、 すみやかに会員に周知の

方法をとるよう、 従来からし‘ましば言われ

ているところですが、 58年 4 月 1 日から施

行の戸籍手数料令の改正などは、 ｢日本行

政｣ と重複してもよいから時期を失しない

ように会報その他によって周知するべきで

あったと言うことを指摘しておきます。

(の いわゆる ｢ミニカレンダー｣ の活用につ

いて

最近、 数年にわたって、 いわゆる ｢ミニ

カレンダー ｣ のあっせんをしています。

57年度では、 中間監査の際の監査意見も

あって、 申込者43名、 あっせん枚数7,70 0

枚で、 前年度のほぼ 2倍となりました。

会長、 副会長、 理事 (常任理事を含める)

監事の本会役員合計27名、 本会綱紀委員 9

名、 支部長l4名を合わせると50名になり、

1人 200枚とすると 10,000枚になります。

いわゆる ｢ミニカレンダー｣ を、 ただの

｢カレンダー ｣ と見るのではなく、 啓発活

尹 ◎
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動と職域拡大用の ｢チラシ｣ あるいは ｢ポ

スター｣ と考えれば、 申込者、枚数ともに

ケタが違うことになるはずです。

啓発普及活動も、 職域拡大の行動も、 監

察活動も、 それぞれの機関だけが実行する

のではなく、 会員個々が日常的に個人とし

て行動に参加しなければ、 ただの年中行事

となります。

｢ミニカレンダー ｣ は、 従来とは違った

観点から、 本会のすべての機関とすべての

会員が活用するよう要望します。

(8) 女性会員の本会役員の起用について

年々女性の行政書士が増え、 支部機関で

も女性の役員が選任されるようになりまし

た (函館 2名、札幌、 釧路各 1名)。

この人びとは、 いずれも行政書士を生業

としており、実務能力の上でも男性会員と

なんら劣るものではなく、 いわゆる ｢ぺ -

パー ドライバー ｣ ではありません。

本総会にも代議員として参加する女性会

員が年々目につくようになりました。

できるだけ近い時期に、 女性会員が本会

役員として活躍できる道を開くよう、 特に

支部機関に要請します。
′

なお、 この際、 支部機関をはじめ会員各

位に申しあげておきますが、本会の各機関

はもちろん、 支部機関の構成員は、専業、

兼業を問わず行政書士を築 くなりわい) と

している会員をあてるべきであって、 入会

以来 ｢受託事件｣、 ｢報酬額｣ ともに皆無

あるいはそれに近いと言うことは行政書士

法第 1条、 第16条第 2項の趣旨に反するも

ので、 機関構成員としての適格性に疑問が

あります。

(朝 会務処理能力の向上と経費の節減につい

て

理事機関および事務当局に対しては、 か

ねてから会務処理能力の向上を要望してい

るところですが、 支部機関に対しても同様

のことを要望します。

たとえば、毎年各支部に対して、翌年度

予算編成資料として各支部の事業計画案の

提出を求めております。 その際、 回答用紙

の内容を全く充足していないため、 事務局

では数カ所に数回にわたって電話連絡のう

え、必要事項を充足した例があります。 特

に統一地方選挙の施行を前にした時期に重

要な照会事項があったことは、 支部長各位

の承知するところです。

せっかくの回答が本会から送られた回答

用紙に記入しないで、 内容もまた全く用を

なさない例が 1例あったことを報告してお

きます。

需用費をはじめ各経費の節減については

監査のたびごとに役職員に要求していると

ころですが、 支部機関においても特段の配

慮を要望します。

以上は、 定例監査の結果を集約してその一部

のあらましを申しあげました。

冒頭においてもふれたように、 監事の職務は

会員の ｢閲覧請求権の行使｣ に代えて監査を執

行していることを重ねて申しあげ、 昭和57年度

の監査報告とします。

伽j記3)

収 入

歌 項 目
予 算 額

節 予 算 額 説 明
本 年 度 前 年 度 増 △ 蔑

-. 会 費 66,770 68,370 ‘00

ム

目g

田 現 年 度 分 63.619 63,528 91 現 年 度 会 費 6み619 艦 0皿円×(1,422名‐12名)× 94 % 63,61銭200円

物 滞納操国分 a 151 2 842 309 滞納繰越会費 & 15l 錫鱒銭780円×78 % 3,151,曜8円

2. 入 会 金 2,400 3,000 △ 600

u) 入 会 金 2 400 a ooo △ 6側 入 会 金 2 400 入会金 30.o00円× 80名 a 虻凪館0円

3. 手 数 料 800 1,200 △ ‘"

= 登録手数料 8凹 1.即O △ 4鮠 登 録 手 数 料 800 登録手数料 10,000円× 80名 8の.0の円

4. 鞘 肋 金 2 900 2,goo 0

廻 遊 補 助 金 2 900 2 900 0 遺 稿 肋 金 2 900 道補助金 a 9OQ の0円

5, 繰 入 金 乱調6 5,244 471

o 入 金 巍715 財政副整積立金 仏9幻,500円 退職積立金 787,500円の 基金繰入金 5,715 巨244 471 基 金 繰 入 金 巍715 財政副整積立金 仏9幻,500円 退職積立金 787,500円

6. 繰 越 金 5,046 4,7l4 穀
前 0範 前年度繰越金 5.0箋 557円

7. 雑 収 入 850 550 300

′{ .金その他 皺め.000円= 雜 八 850 550 300 雑 人 蜘 日行達交付金その他 探ぬ側円

合 計 84,481 83,978 603

支 出

歌 項 目
予 算 額

節 予 算 額 説 明
本 年 度 前 年 度 増 △ 礦

i. 総 務 管 理 費 69,166 88,680 4貽

鮒

m 会 議 費 lo.833 = ,626 △ 693 会 議 費 10,833

総 ‘ 会 1回 2 870,⑧ 円
理 事 会 4回 2 529,飼0円
常 任 理 灘 会 6回 lJ 1a … 円
支 部 長 会 4回 a 481.000円
役贄 ･細紀委員合同会講 1 議 搬胃総 街 部 会 5回
経 理 部 会 2回 151,の0円
正 ･副会長会議 2回 143.000円.
諸 会 議 400,… 円

(a 支部交付金 l7,492 17.437 55 支 部 交 付 金 17,492

支部運営一般交付金 17、4舵 O00円

札 幌 仏829 榊 網 走 】,597
臼‘

函 館 1,547 室 蘭 *
小 槽 971 苫 小 牧 700

空 知 し325 日 高 393

旭 川 1.630 十 勝 1,487

留 萠 416 釧 路 1,増
宗 谷 416 根 室 447

旧) 負 担 金 lo.246 9,927 319 連 合 会 会 費 10.246 連合会会質 1,423名× ⑪ 円×12カ月 紅 246,6鱒円

監 査 費 600
監 査 費 435,伽 円
立 会 旅 買 お虱000円

昭和 58年度 収 支 予 算 案

昭和58年度一般会計収支予算

- 5 5 一



第 鰺

数 項 目
予 算 額

範 予 算 額 説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 械

鯛 企 画 諸 費 1,276 646 “0 企 画 諸 費 1,276

部 会 2回 217,000円報鍋額検討会 2回 304,000円報報頭表印刷 66,000円報酬額運用要領印刷 , 200.餓 円
報鎚額表 ･運用要領送料 247,鰡 円

霊活# 襄 92･…円
お0,の0円

3. 業 務 研 修 費 5汀00 5! 0O 0

q } 研 修 会 費 3J m 3,330 △ 復0 活 動 費 3,1lo

支部研修会助成 60回 1,800
講師派遣旅買 6回 75
金道研修会開催費 4m
建毀棄会計研修会 2カ所 6卸
新人会員研修用テキスト作成費 200
研修事業諸費 馬,

円
円
円
円
円
円

…
㈱
節
伽
…
⑧

{2) 部会活動費 I'… 1･770 220 活 動 費 i,郷

部 会 2回 400
専 門 部 会 (民事) 140
豪務資料印刷費 節,業務資料送料 400,中央研修会出席旅貿 168
部 活 動 貿 252

円
円
円
円
円
円

⑨
飼
酬
鯏
鯏
…

4, 監 廣 部 費 -,鱒0 l-448 △ 48

m 監 察 部 員 l,400 1,448 △ “ 活 動 費 1追加
部 会 2回 4l3,000円全通監察担当者会議 627,000円監察活動対策諸箕 350刃卸円
印 刷 費 lo.000円

5. 委 員 会 費 -,550 3,000 △ ',450

(l環増資捲会穰 390 390 0 活 動 費 390
委員会開催費 12回 3Qq ooo円
保留分決定旅費 観 om 円

鰯 綱紀委員会費 710 710 0 活 動 費 710
委員会開催費 3回 54kq m o円

講馨馨蓑 1ぬ 伽円
20,GOO円

旧)裏費翼寳 4即 1,900 △ l,450 活 動 費 450 対 策 活 動 費 450,0仂円

6. 積 立 金 829 86O △ 2l

m 曲 立 金 829 850 △ れ 積 立 金 829 退 職 積 立 金 829,000円

7. 予 爛 費 IP閲 600 400

m 予 備 費 L om 600 400 予 館 費 l,000 予 備 費‐ し餅ぬ 000円

合 計 8も鮑l 83,978 即3

‐′′=』メヱヨ当事主52
“-需きこf“‐“"''~-“-&でnき亙玉b【で,.豆
駐

ラミキヱ彫]&必封一:足′.邇凄′▲'′
";"@Qてた3-$"-蕁埼≦'

"
‘

モと
｢一弓望ハメソE

翌謹o

,
△
t,き翌‘

訪う

【-""t‘"'"-,薹u篭,‐-!"‐"!"▲‘く;t‘【

歌 項 目
予 算 額

節 予 算 額 説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 減

糊 総 務 費 21,4O la 454 2 94

給 料 手 当 1a 856

職員給 (4人)76巍500円(4月)+ 鮪鶏…円
×11カ月(5月~ 3月) ?,99a即0

扶 養 手 当 月 2巍4皿円X 12カ月 3咀如
通 勤 手 当 月30,㈱ 円×12カ月 第q ⑧
時間外勤務手当 月窟 000円×12カ月 87& 増
期 末 手 当 醇a 400円×4 a 7韻 6節
燃 料 手 当 有扶養世帯主 鯛蝋側
臨時職員鏡金 1日4 鱒0円延30日分 1凶 000
退 職 手 当 787忠節

福 利 厚 生 費 L 13
法定福利厚生費 ],01銭硼)P
職員レクリエーション貿 1即,… P

弔 慰 見 舞 金 350 規程による弔慰見舞金 箕め,増 円

諸 支 出 金 頓45

特別会計繰出 1,6楓帷)P
滞納整理対策費 150,叩 P
対話集会開催姪貫 313 脚 P
地方協議会経費 如ぬ… P
法改正関連事務費 1,087,鱒 F
日行連担当者会議 5ぬ 0凹 P
日行連貸付金(会館建設資金) 1,0虹 鱒O P
官公署連係協調費 35q om F
そ の 他 鱒,桝F

倦) 需 用 費 筑836 & 576 △ 1,739

備 品 費 150 備 品 員 ]5O,om 円

消 耗 品 費 720 -般事務用消耗品費 7ぬ m o円

印 刻 賞 780 議 案 印 刷 280,閲0円
事務用諸用紙その他 は沁,… 円

通 信 避 妊 費 L 9如

登録 ･入会関係 1虹鱒円
支部連絡通信費 100,飼 P
全会員あて各種発送費 6m ooo P
会費銭人案内 ･督促 3虹鱒 P
髪 勝構 7ぬ om F

1鱒 増OP

光 臨 水 賞 弼讓蟄琵 12 M 凹 P

ガ ス･ 科
筑のOP

暖 房 料 鱗爺鱗
借 上 野 a ]99 務局借上目 170,400円x 6カ月十 196,鱒0円

× 6ヵ月 2 I9喀40噂円

雑 費 519

費 払 込 料 盤契筑000円
拐 袰 鉈‐⑧円

間 代
3氏000円
31,加 円

イヤー ･バス代 腹 0脚円
の 他 60,鱒 円

脚 旅 費 1,860 2 1il △ 第1 旅 費 1,850

行 連 総 会 lo名 L 1oo,鯏 円
位 会 長 会 2回 即.画円
部 総 会 5支部 lm oの円

員行動旅費 2虹の0円
額旅費その他 32Q O凹円

制 渉 外 費 510 650 △ l40 渉 外 費 510

会 議 行 事 5Q O凹円
客 接 待 1鱒棚円
別 ･呑 鳥 飼,期円
の 他 ]0Q … 円

2. 企 国 費 5,434 4,300 l,l34

…

□} 会報発行費 れ878 2 814 64 会 籾 発 行 買 2 878

集 活 動 買 339,m o円
部取材活動費 114 …円
梼 謝 礼 卸,鱒円

金 廷10日 40.⑧ 円

籔誹毀 6回 u 70,㈱円

籾 送 料
4回 60,㈱ 円

報送料 舞繃困

-2' 啓発指導費 I,第0 840 440 啓 発 指 導 實 I,280

スター ･しおりその他印刷費 390,側 円
政事務手続無料相談助成
50.… 円x 6支部 劉Hq ooo円
80,劔 円x ]支部 卸,の0円
道年実施3支部 360,om 円
閏 広 告 150,000円

‐} ◎
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(参考) 昭和58年度支部運営一般交付金

支
盛
名＼

三
･
分 "

.
総 会 費 2

‐
役員会議費 3

.
事筍諸費 4.

監察活動費 5.
積 立 金 6

.
その他諸費 計 前年度対比

増 減 額
札 幌 ゞ ゞ 拝

2
,
181 可 ぜ ],488

千行 帯4
,
829

絹
3

函 館 爛 271 325 幼 58 549 !,547 斑

小 榑 脇 227 断 140 粥 捌 解 Û

空 知 鯲 264 .-｣“ 200 弼 飼 総 ro

旭 川 約 猟 説 約 粥 醐 鰔 △ 58

留 萌 46 65 馴 第 23 75 儀 Û

宗 谷 助 75 測 卸 芻 創 416 ,̂“
網 走 陦 % 323 180 郎 605 馴 AV
室 蘭 鱒 207 197 の 第 ㈱ 鮖
苫 小 牧 % 齢 削 印 46 騰 郷 22

日 高 芻 68 130 印 お 鋳 * nu
十 勝 143 241 靴 140 粥 593 ワー粥･為 約

釧 路 鮨 駝 240 80 郎 344 彌 槌△

根 室 55 留 154 45 盤 都 銘 氏し
計 肋 絲

･
纖 ㈱ 732 ,!‐‘稀,錠 蹴 乾

i. この員日朝笠横は、支部における必安佐買を荊鞍1の算定表により静出したが、所定の費目に不足が生ずることも考嚏に入れ、 ｢その他特質｣に予轉貫的な性格をもたせて積算してある。
2. この費目関金顔は、支部の必要経費を算定するために透寅設定したものであるから、支部が予算を輻或する隅合において、この費目に約束されるものではない。

入

出

昭和58年度特別会計収支予算

科 目
予 算 額

説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 截

上 物 品 頒 布 収 入 43の杵 箭乱021 淋279 現年度収入 4
,
275,

6節円
‐“ Hx人

2
, 一 般 会 計 繰 入 金

･
嬬 鰯 筋 円伽嬬棯繃俄3

.
前 年 度 繰 越 金 108 270 駝△ 円粥雌金越繰度年前

4.
雑 収 入 印 印 Û 解鯰鑄合 計 6

,
0鋭 彌 猟

円

鸚徽,中鞠の

科 目
予 算 頌

説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 滅

1.
仕 入 賞 ー,5

84絲 封977 拝
“ 各薑物資仕入費 1再現

,
閲0円

2
.

印 刷 工 料 贓 那 △ 376 印 刷 工 料 1
,
““

,
増 円

3
.

人 件 費 2750 2
,
638 耽

嬬蜘嬬禰岬鰡

佑
"
第
92
鴇
"

u
‘

5

2

塀胡嬬嬬
鯆

蝋
a

鷲

料
当
当
当
当
費

手
鮴手手纏

勤
跡
宋
科
獺

粭
道
時
期
爛
法

4
.

尭 送 貿 わ m Û 円⑨70緘筬臘5. 雑 費 30 卸

Û

Û 円

円鯛贓務櫓そ搬擁
實

擬
備

鰤
予6

‐
予 備 費 加 桝 50△

合 計 8
,
084 馴 293

収

1

2

3

4

支
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